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租税特別措置（以下「特別措置」という。）は、国による特定の政策目的を実現するた

めの特別な政策手段であるとされ、「公平・中立・簡素」という税制の基本原則の例外措

置として設けられているものである。相続税関係の特別措置に関しては、政策評価は義務

付けられていないが、政策評価に関する基本方針（平成17年12月閣議決定）に基づき、積

極的かつ自主的に政策評価を実施するよう努めることとなっている。また、平成22年4月に

施行された租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律（平成22年法律第8号）によれ

ば、税負担の軽減等を行う所得税、相続税等の法人税以外の税目に係る特別措置に関して

は、適用実態を調査する必要があると認めるときは、その必要の限度において税務署長に

提出される調書等を利用することなどができることとされているが、これまでに適用実態

の調査が実施されたことはない。

経済社会の構造が大きく変化する中、持続的な経済成長を維持、促進するとともに、経

済成長を阻害しない安定的な税収基盤を構築する観点から、税体系全般にわたる再構築が

進められている。

相続税については、平成25年度税制改正により課税価格から控除される基礎控除額が27

年1月1日から引き下げられて、課税ベースが拡大し、以前より広い層に対して課税される

ことになったことから、国民の関心もより高くなってきている。

本報告書は、以上のような状況を踏まえて、相続税関係の特別措置の適用状況並びに関

係省庁及び財務省による検証状況等について検査を行い、その状況を取りまとめたことか

ら、会計検査院法（昭和22年法律第73号）第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆

議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

平成２９年１１月

会 計 検 査 院
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事 例 一 覧

［小規模宅地等の特例を適用した土地を申告期限の翌日から短期間で譲渡して

いたもの］

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜事例1＞ 29

［多額の農地等の相続税の納税猶予を受けているが、農業所得が赤字となって

いて、不動産所得等と損益通算していたもの］

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜事例2＞ 37

［資本金の額に対して資本剰余金の額が多額に計上されていた会社が非上場株

式等の贈与税猶予の対象となっていたもの］

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜事例3＞ 53

［特定資産割合及び特定収入割合が基準を超えていたものの、要件を満たすこ

とにより事業実態がある資産保有型会社及び資産運用型会社として非上場株

式等の贈与税猶予の対象となっていたもの］

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜事例4＞ 58
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租税特別措置（相続税関係）の適用状況等について

検 査 対 象 内閣府本府、警察庁、金融庁、総務省、法務省、財務省、文部

科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、

環境省

会計名及び科目 一般会計 国税収納金整理資金 （款）歳入組入資金受入

（項）各税受入金

租税特別措置の 租税特別措置法（昭和32年法律第26号）に基づいて、特定の個
概要

人や企業の税負担を軽減することなどにより、国による特定の

政策目的を実現するための特別な政策手段として設けられてい

る税制上の措置

相続税関係の租 24措置
税特別措置のう
ち税負担の軽減
等を行うもの

上記の租税特別 3910億円（平成28年度）
措置に係る減収
見込額
（財務省試算）

1 検査の背景

(1) 租税特別措置の趣旨

租税特別措置（以下「特別措置」という。）は、相続税法（昭和25年法律第73号）、

所得税法（昭和40年法律第33号）、法人税法（昭和40年法律第34号）等で定められた

税負担に対して、租税特別措置法（昭和32年法律第26号。以下「措置法」という。）

に基づいて、特定の個人や企業の税負担を軽減することなどにより、国による特定の

政策目的を実現するための特別な政策手段であるとされ、「公平・中立・簡素」とい

う税制の基本原則の例外措置として設けられているものである。特別措置には、特定

の政策目的のために税負担の軽減等を図るもの（政策税制）のほか、税負担を不当に

減少させる行為の防止や手続の特例等に係るものがある。

(2) 特別措置を取り巻く状況

平成22年度税制改正大綱（平成21年12月閣議決定）によれば、特別措置は、税負担
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の公平の原則の例外であり、これが正当化されるためには、その適用の実態や効果が

透明で分かりやすく、納税者が納得できるものでなければならず、税制における既得

権益を一掃し、納税者の視点に立って公平で分かりやすい仕組みとするためには、特

別措置をゼロベースから見直して、整理合理化を進めることが必要であるとされてい

る。そして、この見直しのため、「租税特別措置の見直しに関する基本方針」（平成

22年度税制改正大綱別紙1。以下「見直し方針」という。）が定められ、特別措置のう

ち、産業政策等の特定の政策目的により税負担の軽減等を行う「政策税制措置」につ

いては抜本的に見直すこととなった。また、「政策税制措置の見直しの指針」（見直

し方針の別添。以下「指針」という。）において、抜本的な見直しは、適用実態等か

らみて、課税の公平原則に照らして国民の納得できる必要最小限のものとなっている

かなどといった観点から実施することとなっており、存続期間が10年を超えているな

どの措置については、その合理性等を特に厳格に判断することとなっている。

平成22年3月には、特別措置に関して、適用実態の調査及びその結果の国会への報告

等の措置を定めることにより、適用状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直

しを推進し、もって国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確立に寄与すること

を目的として、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」（平成22年法律

第8号。以下「租特透明化法」という。）が制定され、同年4月から施行された。

租特透明化法によれば、財務大臣は、税負担の軽減等を行う法人税関係の特別措置

のうち、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令」（平成22年政令

第67号）第2条各号に掲げられている特別措置（以下「法人税関係特別措置」とい

う。）について、適用額明細書を利用して適用実態を調査し、その結果に関する報告

書を作成することとされている。また、税負担の軽減等を行う相続税関係（贈与税関

係を含む。以下同じ。）の特別措置（以下「相続税関係特別措置」という。）につい

て、財務大臣は、適用実態を調査する必要があると認めるときは、その必要の限度に

おいて、税務署長に提出される調書等を利用すること並びに行政機関その他の関係団

体に対し資料の提出及び説明を求めることができることとされており、また、行政機

関の長から当該調査に基づく情報の提供の求めがあったときには、これを提供するこ

ととされている。なお、財務大臣は、これまでに相続税関係特別措置について、租特

透明化法に基づき適用実態の調査を実施したことはない。

一方、平成22年度税制改正大綱を踏まえて、22年5月に「行政機関が行う政策の評価
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に関する法律施行令」（平成13年政令第323号。以下「政策評価法施行令」という。）

が改正されたことなどから、特定の行政目的の実現のために税負担の軽減等を行う法

人税関係の特別措置（以下「法人税軽減措置」という。）については、各行政機関は、

その有効性等について国民に対する説明責任を果たすことなどを目的として、政策評

価の実施が義務付けられることとなった。さらに、所得税、相続税等の法人税以外の

税目に係る特別措置のうち、特定の行政目的の実現のために税負担の軽減等を行うも

のについては、積極的かつ自主的に政策評価を実施するよう努めるものとされた。た

だし、法人税以外の税目に係るいずれの特別措置が積極的かつ自主的に政策評価を実

施するものに該当するかは明確に定められていない。

(3) 相続税関係特別措置の概要

ア 相続税及び贈与税の納税手続及び特別措置を適用するための手続

相続税は、相続又は遺贈により財産を取得した相続人等に課される税である。ま

た、贈与税は、個人から贈与により財産を取得した者に課される税である。なお、

贈与税は、相続税と合わせて、相続税法において規定されており、被相続人が生前

に財産を親族等に贈与することによって相続税が課されない部分を補完する機能を

有しているとされる。相続又は遺贈により財産を取得した納税者は、相続の開始が

あったことを知った日（以下「相続開始日」という。）の翌日から10か月以内に、

課税価格、税額等を記載した相続税の申告書を、また、贈与によって財産を取得し、

納付すべき贈与税額がある場合は、贈与があった年の翌年の2月1日から3月15日まで

に、課税価格、税額等を記載した贈与税の申告書を、それぞれ所轄の税務署長に提

出して国に納税することとなっている。

そして、特別措置には、納税者が特別措置の適用を受けるに当たって、所轄の税

務署長に申告書、措置法等に規定された明細書等を提出することが必要なものと、

一定の要件に該当していれば申告書や明細書等を提出する必要がないものとがある。

イ 相続税関係特別措置の手法別区分

相続税関係特別措置には、税負担の軽減等を図る手法として、相続税等を免除し、

又は軽減するもの（以下「直接控除」という。）、一時的にその納税を猶予するも

の（以下「納税猶予」という。）、贈与財産に対する軽減された贈与税相当額を相

続時に精算するもの（以下「相続時精算課税」という。）がある。直接控除には、

免除、非課税、税額控除、課税価格の軽減、税率の軽減等の手法が用いられている
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（図表1参照）。

図表1 相続税関係特別措置の手法別区分

手 法 内 容

直接控除 免除 相続税又は贈与税を免除するもの

非課税 相続税又は贈与税を課さないもの

税額控除 相続税額又は贈与税額から一定金額を控除するもの

課税価格の軽減 課税価格に算入すべき価額を一定割合を乗じて計算
した金額とするもの

税率の軽減 課税価格に乗ずる税率を軽減するもの

その他の直接控除 上記のいずれにも当てはまらないもの

納税猶予 相続税又は贈与税の納税を猶予するもの

相続時精算課税 贈与財産に対する軽減された贈与税相当額を相続時
に精算するもの

ウ 相続税関係特別措置の適用による減収見込額の規模

財務省は、データ上の制約等から特別措置の適用による増減収額を見込むことが

困難であるものや特別措置の内容から増減収額が生じないと考えられるものなどを

除き、毎年度、特別措置の適用による増減収見込額を試算していて、このうち当該

年度分における増減収見込額が10億円以上の特別措置を衆議院財務金融委員会及び

参議院財政金融委員会に報告している。

そして、28年度分において、相続税関係特別措置に係る減収額は3910億円と見込

まれている。

21年度以降について、相続税関係特別措置に係る減収見込額が相続税収入（贈与

税収入を含む。）の当初予算額と当該減収見込額との合計額に占める割合（「相続

税関係特別措置に係る減収がなかったとした場合の当初予算額」に占める減収見込

額に相当）をみると、図表2のとおり、14.8％から18.9％までの間で推移している。
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図表2 相続税関係特別措置に係る減収見込額の推移等

(注) 減収見込額は、財務省の試算による。

(4) 特別措置に係る税制改正

税制上の措置を特定の政策目的を実現するための手段として位置付けている行政機

関（税制上の措置を特定の政策目的を実現するための手段として位置付けている行政

機関としての財務省を含む。以下「関係省庁」という。）は、毎年度行われる税制改

正に当たり、所管している特別措置に係る政策等の単位（以下「政策等の単位」とい

う。）ごとに、各政策の目的に基づき、税制の新設、内容の拡充、期限の延長（期限

の撤廃を含む。以下同じ。）等について要望（以下、関係省庁が毎年度行う税制に関

する要望のことを「税制改正要望」という。）する事項を記載した「税制改正要望

書」（以下「要望書」という。）を、国税に関する制度の企画、立案等を所掌する財

務省に提出している。

関係省庁における税制改正要望の事務手続の流れについて、例を示すと図表3のとお

りである。

平成
21年度  22年度  23年度  24年度  25年度  26年度  27年度  28年度

相続税関係特別措置に係
る減収見込額 (A)

(億円)

相続税収入の当初予算額
(B)

(億円)

[A/(A＋B)]×100
(％)

18.9 16.917.7 16.3 14.8 17.1 14.9 17.2

4130 3910

1兆5220 1兆2710 1兆4230 1兆4300 1兆4950 1兆5450 1兆7610 1兆9210

3280 2489 2480 2966 2620 3230
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置に係る減収見込額
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特別措置に係る減収
見込額との合計額
（右軸）
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図表3 関係省庁における税制改正要望の事務手続の流れ

税制改正要望の内容については、財務省による要望事項の検証や査定、税制調査会

における議論等が行われ、税制改正の大綱が閣議決定される。そして、この大綱の内

容を法案化した措置法等の改正案は、閣議決定を経て内閣から国会に提出される（図

表4参照）。国会で審議され成立した後は、措置法等の改正法が公布、施行されること

になる。

４　月
・政策効果や適用実績の検討
・法律や制度の改正等の検討
・関係団体等へのヒアリング、要望を把握

５　月 ・関係する省庁との調整　等

６　月
 要望するか否かを査定

７　月

・要望書（省内検討用）を基に、更に内容
　を検討・精査
・関係する省庁と共同要望項目の検討や要
　望書の作成協力　等

８月末 財務省に要望書を提出

要望書（省内検討用）の作成

省　内　ヒ　ア　リ　ン　グ

要望書（提出用）の作成

税制改正要望項目の取りまとめ、精査
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図表4 税制改正の流れ（概念図）

(5) 関係省庁及び財務省における特別措置の検証

ア 関係省庁における特別措置に関する政策評価法等に基づく検証

行政機関が行う政策評価について、客観的かつ厳格な実施を推進し、その結果の

政策への適切な反映を図り、また、政策評価に関する情報を公表し、もって効果的

かつ効率的な行政の推進に資するとともに、政府の有するその諸活動について国民

に説明する責務が全うされることを目的として、「行政機関が行う政策の評価に関

する法律」（平成13年法律第86号。以下「政策評価法」という。）が13年6月に制定

され、一定の要件に該当する研究開発、公共事業及び政府開発援助を実施すること

を目的とする政策のほか、政策評価法施行令で定める政策については、事前評価を

行わなければならないこととされた。

そして、22年5月に政策評価法施行令が改正され、法人税軽減措置についても、新

設又は内容の拡充若しくは期限の延長の際に事前評価の実施が義務付けられること

となった。また、「政策評価に関する基本方針」（平成17年12月閣議決定。以下

「基本方針」という。）が一部変更され、法人税軽減措置について事後評価の対象

として定めるものとされた。一方で、所得税、相続税等の法人税以外の税目に係る

特別措置のうち、当該特別措置が特定の行政目的の実現のために税負担の軽減等を

行うものについては、事前評価及び事後評価の実施は政策評価法等では義務付けら

れていないものの、基本方針の一部変更により、積極的かつ自主的に事前評価を実

<1>要望事項の提出

国　会　議　員

（注）国民からの要望事項の提出は各種の団体等を通じてなされる。

審議会等 税制調査会

　資料の提出等

国

民

(注)

　　　　　　　　  国　 　　　 会  （審議・議決） 内　　閣

答申 諮問

②効果等の調査

①要望事項の提出 ③要望書の提出

関係省庁 主税局

④要望事項の査定

諮問

内閣総理大臣

関係省庁 財 務 省

答申

　税制改正の大綱、

　改正法案の

閣 議 決 定

⑤改正法案

の作成

<2>改正法案の提出

⑥

改

正

法

案

の

提

出
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施するよう努め、また、事後評価の対象とするよう努めるものとされた（図表5参

照）。

図表5 特別措置に係る政策評価の対象

政策評価実施の義務又は努力義務
特別措置の区分

事前評価 事後評価

特定の行政目 法人税軽減措置 義務 根拠： 義務 根拠：
的の実現のた 政策評価法等 基本方針
めに税負担の
軽減等を行う 所得税、相続税等 努力義務 根拠： 努力義務 根拠：
特別措置 の法人税以外の税 基本方針 基本方針

目に係る特別措置

上記以外の特別措置 義務・努力義務 なし 義務・努力義務 なし

基本方針によれば、政策評価の結果については、各行政機関において、税制改正

要望等の政策の企画立案作業における重要な情報として適時的確に活用され、当該

政策に適切に反映されるようにする必要があるとされている。

そして、特別措置に係る政策評価の内容、手順等の標準的な指針を示した「租税

特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン」（平成22年5月政策評価各

府省連絡会議了承。以下「租特ガイドライン」という。）によれば、事前評価は、

特別措置の新設、拡充又は延長を要望しようとする行政機関が実施することとされ

ており、事後評価は、評価の対象となる特別措置について、過去に当該特別措置の

要望を行った行政機関が実施することとされている。また、関係省庁は、特別措置

に係る政策評価を実施する場合には、客観的なデータを可能な限り明らかにし、特

別措置の適用件数や適用金額、減収額及び効果を予測し、又は把握するとともに、

税収減が是認されるような効果が見込まれ又は確認されるかなどの観点から政策評

価の実施に努めることとされ、その政策評価の単位は、税制改正要望の単位に対応

させることなどとされている。また、政策評価法によれば、特別措置に係る政策評

価を行ったときは、政策評価の観点や結果等を記載した評価書を作成することとさ

れている。

イ 税制改正要望の際に行われる関係省庁及び財務省による検証

関係省庁は、税制改正要望の際に提出する要望書において、施策の必要性、手段

としての有効性及び要望の措置の妥当性といった点から検証を行い、その内容を記
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述することとなっている。また、その際に、要望する措置に係る政策について政策

評価を実施している場合には、事前評価書又は事後評価書を要望書に添付して財務

省に提出することとなっている。そして、財務省は、関係省庁から提出を受けた要

望書、事前評価書等に基づいて、特別措置の検証を行うことになっている（図表6参

照）。

図表6 税制改正要望の際に行われる関係省庁及び財務省による検証

(6) これまでの会計検査の実施状況

会計検査院は、特別措置に係る適用状況等について毎年検査を行っており、その検

査結果を検査報告に掲記するなどしている。このうち、相続税関係特別措置について

の検査結果は、図表7のとおりとなっている。

図表7 相続税関係特別措置についての検査結果

検査報
件 名

告年度

昭和 （本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項（旧大蔵

60年度 省））

「農地等に係る相続税の納税猶予制度の運用について改善させたもの」

平成 （特定検査対象に関する検査状況）

16年度 「租税特別措置（肉用牛売却所得の課税の特例及び農地等についての相

続税の納税猶予の特例）の実施状況について」

（特定検査対象に関する検査状況）

17年度 「租税特別措置（小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特

例）の適用状況等について」

（意見を表示し又は処置を要求した事項（農林水産省））

22年度
「農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度の適用を適切なものと

するため、農地法に基づく遊休農地対策を適切に実施させるなどするよ

う意見を表示したもの」

関 係 省 庁 財 務 省

添 付

要望書の提出 税制改正作業

税

制

改

正

の

大

綱
特別措置に係る

事前評価書等

税制改正要望書

特別措置の新設、拡充、

延長の要望
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2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

経済社会の構造が大きく変化する中、持続的な経済成長を維持、促進するとともに、

経済成長を阻害しない安定的な税収基盤を構築する観点から、税体系全般にわたる再

構築が進められている。

会計検査院は、前記のとおり、特別措置に係る適用状況等について毎年検査を行っ

ており、近年では、27年次の検査において、法人税関係特別措置等の適用状況等に着

目して検査した状況を、また、28年次の検査において、所得税関係特別措置の適用状

況等に着目して検査した状況を、会計検査院法第30条の2の規定に基づき、それぞれ2

7年10月及び28年12月に国会及び内閣に報告したところである。

相続税については、平成25年度税制改正により課税価格から控除される基礎控除額

が27年1月1日から引き下げられて、課税ベースが拡大したため、国税庁統計年報及び

厚生労働省人口動態統計によれば、25年から27年までの各年分の相続税を納付した相

続人の数は、25年分130,438人（納付税額1兆5366億余円）、26年分133,141人（同1兆

3904億余円）に対して、27年分は233,255人（同1兆8115億余円）と増加し、また納税

割合（相続税の申告をした結果税額があった被相続人数の死亡者数に占める割合をい

う。）も、25年分4.2％、26年分4.4％に対して、27年分は7.9％と上昇している。この

ように、相続税は、以前より広い層に対して課税されることになったことから、国民

の関心もより高くなってきている一方で、租特透明化法において適用実態の調査が義

務付けられておらず、これまでに調査が実施されたことはない。

そこで、会計検査院は、上記のことなどを踏まえて、有効性等の観点から、①相続

税関係特別措置の適用状況はどのようになっているか、②相続税関係特別措置におい

て、特定の行政目的の実現のために税負担の軽減等を行うもの（以下「相続税軽減措

置」という。）に係る関係省庁及び財務省による検証状況等はどのようになっている

か、③減収見込額が多額に上っている相続税軽減措置について、会計検査院が提出を

受けた申告書等から把握した適用状況等を踏まえて、当該相続税軽減措置が適用実態

等からみて、課税の公平原則に照らして国民の納得できる必要最小限のものとなって

いるかなどの指針等により検証が適切に行われているかなどに着眼して検査した。

(2) 検査の対象及び方法

相続税関係特別措置の適用状況については、25年から27年までの各年に相続又は贈
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与があり相続税又は贈与税の申告をした結果税額があった全ての者の申告書等のうち、

27年4月1日現在で施行されている相続税関係特別措置の適用を受けた25年分543,530件、

26年分580,174件、27年分849,429件、計1,973,133件に係る適用状況等を対象として、

国税庁が集計した資料により検査した。

相続税軽減措置に係る検証状況等については、内閣府本府等11府省庁において、22
(注1)

年度から28年度までの間に実施した政策評価に係る関係資料や税制改正要望の際に財

務省に提出した要望書等を確認するなどの方法により、また、財務省において、相続

税軽減措置に係る検証状況等を確認するなどの方法により、それぞれ会計実地検査を

行った。

減収見込額が多額に上っている相続税軽減措置の適用状況等については、会計実地

検査を行った73税務署等において、相続税軽減措置の種類に応じて20年分から27年分
(注2)

までに適用のあったものを対象として、適用金額の高額な申告書等を抽出するなどに

より、相続税及び贈与税の申告書等の提出を受けた納税者である相続人（受遺者を含

む。以下同じ。）1,152人及び受贈者153人、計1,305人に係る適用状況等を検査した。

検査に当たっては、国税庁から提出を受けた資料や、減収見込額が多額に上っている

相続税軽減措置を適用している納税者の会計実地検査において提出を受けた申告書等

及び計算証明規則（昭和27年会計検査院規則第3号）に基づき会計検査院に証拠書類と

して提出された申告書等に係るデータを集計、分析するなどした。

（注1） 11府省庁 内閣府本府、警察庁、金融庁、総務省、法務省、文部科学
省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

（注2） 73税務署等 札幌西、室蘭、青森、弘前、盛岡、仙台北、水戸、高崎、
熊谷、川口、西川口、浦和、新潟、千葉東、千葉南、市川、麹町、
神田、日本橋、芝、麻布、品川、四谷、新宿、小石川、江東西、目
黒、蒲田、世田谷、北沢、中野、荻窪、王子、江戸川南、武蔵野、
東村山、緑、川崎北、川崎西、鎌倉、藤沢、高岡、金沢、小松、岐
阜南、大垣、静岡、沼津、名古屋西、小牧、右京、大阪福島、西成、
東、堺、岸和田、東大阪、西宮、加古川、奈良、広島南、福山、高
松、坂出、博多、福岡、西福岡、宮崎、鹿児島、北那覇、沖縄各税
務署、東京都、神奈川県

3 検査の状況

(1) 相続税関係特別措置の適用状況

27年4月1日現在で施行されている特別措置は、措置法第4章相続税法の特例に規定さ

れている条文数を基に集計すると35措置あり、このうち、税負担の軽減等を行う特別

措置は24措置、その他の特別措置（延納等の手続の特例や罰則等を定めるもの）は11

措置となっている。
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上記の24措置について、会計実地検査等で国税庁から提出を受けた適用件数、適用

金額等に係る資料及び各税務署において国税の申告、賦課等に関連する計数を全数調

査して国税庁が取りまとめて集計した国税庁統計年報で適用状況を確認したところ、

図表8のとおり、国税庁において適用件数や適用金額といった適用実績を把握していた

ものは22措置となっていた。

図表8 相続税関係特別措置24措置の適用状況等（措置法の条文別）

適用件数（件） 適用金額（百万円） (参考)

適用 税負担 平成28
番 特別措置の 措置法 関係省庁 始期 適用期限 を軽減 平成 年度減
号 名称 条文 (年) 等する 25年分 26年分 27年分 25年分 26年分 27年分 収見込

手法 額
(億円)

1 小規模宅地 第69条 経済産業省 昭和 なし 課税価 36,066 37,166 61,811 560,161 578,633 983,193 1350
等について の4 58 格の軽
の相続税の ※ 減
課税価格の (直接
計算の特例 控除)

特定事業用宅地等 1,400 1,429 3,067 15,817 15,808 27,723

内 特定同族会社事業用宅地等 1,845 1,878 2,725 26,945 27,539 37,120

訳 貸付事業用宅地等 12,669 13,103 19,594 129,403 134,067 179,206

特定居住用宅地等 26,301 27,038 49,494 387,998 401,220 739,145

2 特定計画山 第69条 農林水産省 平成 なし 課税価 3 2 2 6 12 3 －
林について の5 14 格の軽
の相続税の ※ 減
課税価格の (直接
計算の特例 控除)

3 国等に対し 第70条 内閣府本府 昭和 なし 非課税 369 397 573 29,992 7,562 6,702 －
て相続財産 警 察 庁 38 (直接
を贈与した 総 務 省 ※ 控除)
場合等の相 法 務 省
続税の非課 文部科学省
税等 厚生労働省

国土交通省
環 境 省

4 直系尊属か 第70条 国土交通省 平成 平成 非課税 75,241 65,414 66,726 575,168 433,334 617,860 530
ら住宅取得 の2 21 33.12.31 (直接
等資金の贈 控除)
与を受けた
場合の贈与
税の非課税

5 直系尊属か 第70条 金 融 庁 平成 平成 非課税 69,231 77,588 85,587 489,549 515,739 519,600 760
ら教育資金 の2の2 文部科学省 25 31. 3.31 (直接
の一括贈与 控除)
を受けた場
合の贈与税
の非課税

6 直系尊属か 第70条 内閣府本府 平成 平成 非課税 3,374 8,908 －
ら結婚・子 の2の3 金 融 庁 27 31. 3.31 (直接
育て資金の 控除)
一括贈与を
受けた場合
の贈与税の
非課税

7 贈与税の基 第70条 － 平成 なし その他 351,010 388,806 403,683 386,111 427,687 444,051 390
礎控除の特 の2の4 13 の直接
例 ※ 控除

8 直系尊属か 第70条 － 平成 なし 税率の 216,412 749,835 40
ら贈与を受 の2の5 27 軽減
けた場合の (直接
贈与税の税 控除)
率の特例

9 相続時精算 第70条 － 平成 なし 相続時 ＊ ＊ 80
課税適用者 の2の6 27 精算課
の特例 税
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適用件数（件） 適用金額（百万円） (参考)

適用 税負担 平成28
番 特別措置の 措置法 関係省庁 始期 適用期限 を軽減 平成 年度減
号 名称 条文 (年) 等する 25年分 26年分 27年分 25年分 26年分 27年分 収見込

手法 額
(億円)

10 特定の贈与 第70条 国土交通省 平成 平成 相続時 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ (第70条
者から住宅 の3 15 33.12.31 精算課 の2に含
取得等資金 ※ 税 まれ
の贈与を受 る。)
けた場合の
相続時精算
課税の特例

11 農地等を贈 第70条 農林水産省 昭和 なし 納税猶 77 56 35 772 593 447 －
与した場合 の4 39 予
の贈与税の ※
納税猶予及 免除 3,591 3,386 3,164 12,181 10,078 9,120 －
び免除 (直接

控除)

12 贈与税の納 第70条 農林水産省 平成 なし 納税猶 224 239 356 ＊ ＊ ＊ －
税猶予を適 の4の2 24 予
用している
場合の特定
貸付けの特
例

13 農地等につ 第70条 農林水産省 昭和 なし 納税猶 1,688 1,522 1,840 47,623 44,086 43,969 540
いての相続 の6 50 予
税の納税猶 ※
予及び免除 免除 5,600 5,116 4,968 181,249 158,356 153,931 －
等 (直接

控除)

14 相続税の納 第70条 農林水産省 平成 なし 納税猶 170 230 231 ＊ ＊ ＊ －
税猶予を適 の6の2 21 予
用している
場合の特定
貸付けの特
例

15 特定貸付け 第70条 農林水産省 平成 なし 納税猶 60 57 123 ＊ ＊ ＊ (第70条
を行った農 の6の3 21 予 の6に含
地又は採草 まれ
放牧地につ る。)
いての相続
税の課税の
特例

16 山林につい 第70条 農林水産省 平成 なし 納税猶 － － － － － － －
ての相続税 の6の4 24 予
の納税猶予
及び免除 免除 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ －

(直接
控除)

17 非上場株式 第70条 経済産業省 平成 なし 納税猶 78 43 270 4,754 4,941 26,567 100
等について の7 21 予
の贈与税の
納税猶予及 免除 12 11 14 417 467 683 －
び免除 (直接

控除)

18 非上場株式 第70条 経済産業省 平成 なし 納税猶 110 127 224 6,700 6,413 14,813 120
等について の7の2 20 予
の相続税の
納税猶予及 免除 － 6 5 － 238 125 －
び免除 (直接

控除)

19 非上場株式 第70条 経済産業省 平成 なし 納税猶 (第70条の7の2に含まれ (第70条の7の2に含まれる。) －
等の贈与者 の7の4 21 予 る。)
が死亡した
場合の相続 免除 (第70条の7の2に含まれ (第70条の7の2に含まれる。)
税の納税猶 (直接 る。) －
予及び免除 控除)

20 医療法人の 第70条 厚生労働省 平成 平成 納税猶 － 3 － 530 －
持分に係る の7の5 26 32. 9.30 予
経済的利益
についての 免除 ＊ ＊ ＊ ＊ －
贈与税の納 (直接
税猶予及び 控除)
免除

21 医療法人の 第70条 厚生労働省 平成 平成 税額控 － － － － －
持分に係る の7の6 26 32. 9.30 除
経済的利益 (直接
についての 控除)
贈与税の税
額控除
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適用件数（件） 適用金額（百万円） (参考)

適用 税負担 平成28
番 特別措置の 措置法 関係省庁 始期 適用期限 を軽減 平成 年度減
号 名称 条文 (年) 等する 25年分 26年分 27年分 25年分 26年分 27年分 収見込

手法 額
(億円)

22 個人の死亡 第70条 厚生労働省 平成 平成 納税猶 (第70条の7の5 (第70条の7の5に含 －
に伴い贈与 の7の7 26 32. 9.30 予 に含まれる。) まれる。)
又は遺贈が
あったもの ( 免 ＊ ＊ ＊ ＊ －
とみなされ 直 除
る場合の特 接
例 控 税 (第70条の7の6 (第70条の7の6に含 －

除 額 に含まれる。) まれる。)

) 控
除

23 医療法人の 第70条 厚生労働省 平成 平成 納税猶 8 28 814 1,230 －
持分につい の7の8 26 32. 9.30 予
ての相続税
の納税猶予 免除 ＊ ＊ ＊ ＊ －
及び免除 (直接

控除)

24 医療法人の 第70条 厚生労働省 平成 平成 税額控 － － － － －
持分につい の7の9 26 32. 9.30 除
ての相続税 (直接
の税額控除 控除)

直接控除 （計19措置）

計 納税猶予 （計12措置） 543,530 580,174 849,429 3910

相続時精算課税
（計 2措置）

注(1) 平成27年4月1日現在で施行されている相続税関係特別措置を対象にしている。
注(2) 「関係省庁」は、平成27年4月1日現在、各相続税関係特別措置を特定の政策目的を実現するための手

段として位置付けている行政機関を記載している。
注(3) 「適用始期」は、各相続税関係特別措置を適用することができることとなった年を記載している。ま

た、各相続税関係特別措置に関して複数の適用始期が規定されている場合には、一番古い年を記載して
いる。適用始期から平成29年4月1日までの期間が10年を超えるものについては「※」を付している。

注(4) 「適用期限」は、平成29年4月1日現在の各相続税関係特別措置を適用することができる期限を記載し
ている。また、適用期限の定めのない相続税関係特別措置については、「適用期限」に「なし」と記載
している。

注(5) 「税負担を軽減等する手法」について、一つの措置で直接控除と納税猶予の両方を規定しているもの
が9措置ある。

注(6) 「適用件数」及び「適用金額」は、国税庁から提出された資料及び国税庁統計年報に基づいて作成し
た。また、「適用金額」は、表示単位未満を四捨五入している。
国税庁が「適用件数」及び「適用金額」を把握することが困難である相続税関係特別措置については

「＊」を、国税庁の集計の結果、「適用件数」及び「適用金額」がない相続税関係特別措置については
「－」をそれぞれ記載している。また、新設のため適用がなかった相続税関係特別措置は斜線としている。

注(7) 「適用件数」及び「適用金額」について、番号4、5、6、12、14及び15並びに11、13、17、18及び19の
「免除」は、各年の申告又は処理（更正、決定等）による事績等を全数調査して作成したものである。
上記以外は、各年中に財産の贈与を受けた者のうち、申告義務のある者（住宅取得等資金の非課税制度
適用後の残額について暦年課税のみを選択した者で、その残額が基礎控除を超えない者を除く。）又は
各年中に相続が開始した被相続人から、相続、遺贈又は相続時精算課税に係る贈与により財産を取得し
た者（同一被相続人から財産を取得した者全員の差引税額がない場合を除く。）について、申告又は処
理（更正、決定等）による事績等に基づいて作成したものである。

注(8) 「適用件数」及び「適用金額」について、番号1、2、3及び24並びに13、16、18、19及び23の「納税猶
予」は、各年分とも翌年10月末日までの申告又は処理（更正、決定等）による事績を、番号4、5、6、7、
8及び21並びに11、17及び20の「納税猶予」並びに22の「納税猶予」及び「税額控除」は、各年分とも翌
年6月末日までの申告又は処理（更正、決定等）による事績を、番号15は、各年分とも翌々年8月に国税
局等から国税庁へ報告された適用件数を、それぞれ国税庁において集計したものである。また、番号11、
13、17、18及び19の「免除」は、国税庁の事務年度（7月から翌6月まで）ごとに国税局等から国税庁へ
報告された適用件数及び適用金額、番号12及び14は、国税庁の事務年度ごとに集計した適用件数である。

注(9) 「適用金額」について、番号5及び6は、非課税拠出額である。
注(10) 国税庁において、「適用件数」及び「適用金額」のいずれも把握することが困難である相続税関係特

別措置は2措置（番号9及び10）ある。
注(11) 「適用件数」は、1件の申告書で複数の相続税関係特別措置を適用している場合があるため、延べ件

数である。
注(12) 「（参考）平成28年度減収見込額」は、財務省の試算による。
注(13) 番号1の「内訳」の「適用件数」について、1件の申告書で複数の区分を適用している場合があるため、

延べ件数である。
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そして、28年度の減収見込額が100億円以上のものは、図表9のとおり、7措置となっ

ていた。

図表9 平成28年度の減収見込額が100億円以上の相続税関係特別措置

平成28
年度減 図表

特別措置の名称 措置法条文 収見込 適用始期 政策目的 8 の
額 (年) 番号
(億円)

小規模宅地等についての相続 第69条の4 1350 昭和58 相続人の事業又は居住の継続に 1
税の課税価格の計算の特例 配慮すること

直系尊属から住宅取得等資金 第70条の2 530 平成21 4
の贈与を受けた場合の贈与税
の非課税 注(1)

高齢者の保有資産をより早期に
直系尊属から教育資金の一括 第70条の2の2 760 平成25 若年世代へ移転することで、経 5
贈与を受けた場合の贈与税の 済を活性化させること
非課税

贈与税の基礎控除の特例 第70条の2の4 390 平成13 7

農地等についての相続税の納 第70条の6 540 昭和50 相続により承継された農地等が 13
税猶予及び免除等 注(2) 農地等として確実に利用される

ことを確保すること

非上場株式等についての贈与 第70条の7 100 平成21 17
税の納税猶予及び免除 中小企業の事業活動の継続を実

現し、雇用の確保や地域経済の
非上場株式等についての相続 第70条の7の2 120 平成20 活力維持につなげること 18
税の納税猶予及び免除

注(1) 「平成28年度減収見込額」の530億円には、「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合

の相続時精算課税の特例」（措置法第70条の3）の減収見込額が含まれる。

注(2) 「平成28年度減収見込額」の540億円には、「特定貸付けを行った農地又は採草放牧地についての相

続税の課税の特例」（措置法第70条の6の3）の減収見込額が含まれる。

前記の24措置について、税負担を軽減等する手法別にみたところ、直接控除のみに

よるものは10措置、納税猶予のみによるものは3措置で、直接控除と納税猶予の両方の

手法によるものが9措置、相続時精算課税によるものは2措置となっていた。

また、前記の24措置について、適用始期からの経過年数の状況をみたところ、図表

10のとおり、適用始期から29年4月1日までの期間が10年を超えるものは7措置あり、こ

のうち適用期限の定めのないものは6措置となっていた。



- 16 -

図表10 相続税関係特別措置の適用始期からの経過年数の状況

（単位：措置）

適用始期からの経過年数 特別措置の数 うち適用期限の定めの
ない特別措置の数

10年以下 17 9

10年超 7 6

10年超20年以下 3 2

20年超30年以下 － －

30年超 4 4

計 24 15

（注）図表8の「適用始期」から平成29年4月1日までの期間を基に集計した。

(2) 関係省庁及び財務省における相続税軽減措置に係る検証状況及び適用実績の把握状

況

租特ガイドラインによれば、政策評価を実施する際の政策等の単位は、原則として、

要望書を提出する際の政策等の単位に対応させることとされている。そして、一つの

特別措置が異なる省庁や同一省庁内の複数の部局が所管する複数の行政目的の達成手

段として用いられたり、一つの行政目的の達成手段として複数の特別措置が用いられ

たりしている場合がある。このため、前記の24措置について、11府省庁から提出を受

けた資料等により、11府省庁が自ら所管する政策と関係付けていることから特定の行

政目的の実現のための手段とされていると認められる特別措置を特定したところ、21

措置となっており、これに対応する政策等の単位の件数は計45件（11府省庁）となっ

ていた。この45件を対象として、関係省庁における政策評価の実施状況、関係省庁及

び財務省における検証状況、適用実績の把握状況等についてみたところ、次のような

状況となっていた。

ア 関係省庁における政策評価の実施状況

関係省庁における政策等の単位ごとの政策評価の実施状況をみると、別表1のとお

りとなっていた。これを関係省庁別に示すと図表11のとおりであり、政策評価法施

行令及び基本方針が改正され相続税軽減措置について政策評価の実施に努めるもの

とされた22年度から28年度までの間に、政策評価を実施した実績のある政策等は、

内容の新設、拡充等の税制改正要望の際に事前評価を実施した政策等が3件、事後評
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価を実施した政策等が2件（両者の重複を除くと計4件）となっていた。一方で、政

策評価を実施した実績がない政策等は41件となっていた。

図表11 平成22年度から28年度までの間の関係省庁における政策評価の実施状況

（単位：件）

政策評価を実施した
政策評価を実

関係省庁
政策等の うち適用始期 実績のある政策等

施した実績が
うち適用始期

単位の件数 から10年を超
ない政策等

から10年を超
える政策等 事前評価 事後評価 える政策等

内閣府本府 3( 2) 1( 1) 1( 1) －(－) 2( 1) 1( 1)

警 察 庁 1( 1) 1( 1) －(－) －(－) 1( 1) 1( 1)

金 融 庁 2(－) －(－) －(－) －(－) 2(－) －(－)

総 務 省 1( 1) 1( 1) －(－) －(－) 1( 1) 1( 1)

法 務 省 2( 2) 2( 2) －(－) －(－) 2( 2) 2( 2)

文部科学省 2( 1) －(－) －(－) －(－) 2( 1) －(－)

厚生労働省 3( 2) 2( 2) 1(－) －(－) 2( 2) 2( 2)

農林水産省 7(－) 3(－) －(－) －(－) 7(－) 3(－)

経済産業省 2(－) 1(－) 1(－) 2(－) －(－) －(－)

国土交通省 17(15) 16(15) －(－) －(－) 17(15) 16(15)

環 境 省 5( 5) 5( 5) －(－) －(－) 5( 5) 5( 5)

計 45(29) 32(27) 3( 1) 2(－) 41(28) 31(27)

注(1) 相続税軽減措置21措置を対象として、政策等の単位別に平成27年4月1日現在の関係省庁から提出さ

れた資料に基づいて作成した。

注(2) 政策等の単位は、関係省庁が定めたものであり、一つの特別措置が異なる省庁や同一省庁内の複数

の部局が所管する複数の行政目的の達成手段として用いられている場合があり、この場合は重複して

集計している。

注(3) 「適用始期から10年を超える政策等」は、政策等の単位でみた場合に、適用始期から平成29年4月1

日までの期間が10年を超える政策等である。

注(4) 事前評価と事後評価の両方を実施している政策等が1件あり、この1件は「事前評価」と「事後評

価」の両方に含めて集計していることから、「政策評価を実施した実績のある政策等」と「政策評価

を実施した実績がない政策等」を合計しても「政策等の単位の件数」と一致しない。

注(5) 各欄の（ ）内の件数は、措置法第70条の規定に基づく特別措置に係る件数で、独立行政法人等に

係る特別措置であるが、独立行政法人等を所管している行政機関の中には当該特別措置を特定の行政

目的を実現するための手段として位置付けていない行政機関も見受けられたため、特定の行政目的を

実現するための手段として位置付けられている政策等を内数として記載している。

1(2)のとおり、指針によれば、政策税制措置について、存続期間が10年を超える

措置等については、その合理性等を特に厳格に判断することとされているが、適用

始期から29年4月1日までの期間が10年を超える政策等32件のうち31件については、

政策評価を実施した実績がなかった。

イ 税制改正要望の際に行われる関係省庁及び財務省による検証状況

1(5)イのとおり、関係省庁は、税制改正要望の際に提出する要望書において、施

策の必要性、手段としての有効性及び要望の措置の妥当性といった点から検証を行

いその内容を記述することとなっている。そこで、政策等の単位ごとの要望書の提
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出状況及び要望書を提出する際の検証の実施状況についてみると、別表1のとおりと

なっていた。これを関係省庁別に示すと図表12のとおりであり、22年度から28年度

までの間に要望書を提出していて、その際に検証を行ったとしている政策等は21件、

内容の新設、拡充等の要望を行っておらず、要望書を提出していないことから検証

を行っていない政策等は24件となっていた。

図表12 平成22年度から28年度までの間の関係省庁による税制改
正要望の際の検証の実施状況

（単位：件）

要望書を提出して 要望書を提出して

関係省庁
政策等の いて、その際に検 いないことから検
単位の件数 証を行ったとして 証を行っていない

いる政策等 政策等

内閣府本府 3( 2) 2( 1) 1( 1)

警 察 庁 1( 1) －(－) 1( 1)

金 融 庁 2(－) 2(－) －(－)

総 務 省 1( 1) 1( 1) －(－)

法 務 省 2( 2) －(－) 2( 2)

文部科学省 2( 1) 2( 1) －(－)

厚生労働省 3( 2) 1(－) 2( 2)

農林水産省 7(－) 7(－) －(－)

経済産業省 2(－) 1(－) 1(－)

国土交通省 17(15) 5( 3) 12(12)

環 境 省 5( 5) －(－) 5( 5)

計 45(29) 21( 6) 24(23)

注(1) 相続税軽減措置21措置を対象として、政策等の単位別に平成27年4月1日

現在の関係省庁から提出された資料に基づいて作成した。

注(2) 各欄の（ ）内の件数は、措置法第70条の規定に基づく特別措置に係る

件数で、内数である。

財務省は、関係省庁に対して税制改正の方針についての説明を行い、その後、関

係省庁から要望書の提出を受けて、これらに基づいて要望内容の審査やヒアリング

を行うなどして税制改正要望事項の検証や査定をしており、相続税軽減措置につい

て、本来の行政目的を促進するために、適用対象を限定する税制改正の提案をした

り、関係省庁からの要望を受けて適用要件を緩和したりしているものが見受けられ

た。

ウ 両検証が行われた際の関係省庁における適用実績の把握状況

政策評価を所掌している総務省が作成した「租税特別措置等に係る政策の事前評

価書」の記載要領において、特別措置の内容の拡充又は期限の延長を要望しようと

する場合、事前評価書には、適用数や減収額について、過去の実績を記載すること
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となっており、過去の実績については可能な限り実数で明らかにすることとなって

いる。そして、事後評価書についても、「租税特別措置等に係る政策の事後評価

書」の記載要領において、同様の内容が定められている。

また、財務省が関係省庁に示している要望書の様式の注記において、要望する特

別措置が内容の拡充又は期限の延長である場合には、当該特別措置の適用者数及び

減収額等の実数等を暦年で3年間を目途に記載することとなっている。そして、実数

の把握が困難な場合には、適切な方法で推計することとなっている。

前記45件のうち、22年度から28年度までの間に政策評価及び税制改正要望の際の

検証（以下「両検証」という。）のいずれかが行われた政策等は22件あった。そこ

で、このうち、新設要望の際の検証であったり、適用開始年度の検証であったりし

ていて、当該検証の際には過去の年分の適用実績が存在しない4件を除いた18件につ

いて、両検証のいずれかが行われた際の適用実績の把握状況をみると、別表2のとお

りとなっていた。これを関係省庁別に示すと図表13のとおりであり、政策評価書や

要望書等において適用実績を把握等していた政策等は13件となっていた。一方で、

適用実績を把握等していなかった政策等は5件となっていた。把握等していなかった

理由について、関係省庁は、相続税関係特別措置の適用実績について、一般に公表

された資料がなく、適用実績の把握が困難であることなどによるとしていた。
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図表13 両検証のいずれかが行われた際の適用実績の把握状況

（単位：件）

関係省庁
政策等の単位 両検証のいずれか うち適用実績を把 うち適用実績を把

の件数 が行われた政策等 握等していた政策 握等していなかっ
等 た政策等

金 融 庁 2(－) 1(－) 1(－) －(－)

総 務 省 1( 1) 1( 1) －(－) 1( 1)

文部科学省 2( 1) 1(－) 1(－) －(－)

厚生労働省 3( 2) 1(－) 1(－) －(－)

農林水産省 7(－) 7(－) 7(－) －(－)

経済産業省 2(－) 2(－) 2(－) －(－)

国土交通省 17(15) 5( 3) 1(－) 4( 3)

計 34(19) 18( 4) 13(－) 5( 4)

注(1) 相続税軽減措置21措置を対象として、政策等の単位別に平成27年4月1日現在の関係省庁から提出

された資料に基づいて作成した。

注(2) 新設要望の際の検証であったり、適用開始年度の検証であったりした政策等は、当該検証の際に

は過去の年分の適用実績が存在しないことから、本図表から除いている。

注(3) 内閣府本府、警察庁、法務省及び環境省は、両検証のいずれかが行われた政策等の該当がないこ

とから、本図表から除いている。このため、「政策等の単位の件数」の計は45件とならない。

注(4) 「うち適用実績を把握等していた政策等」は、適用件数又は適用金額のいずれかを把握等してい

た件数を集計した。

注(5) 各欄の（ ）内の件数は、措置法第70条の規定に基づく特別措置に係る件数で、内数である。

次に、適用実績を把握等していた13件の政策等に係る把握等の方法をみると、別

表2のとおりとなっていた。これを関係省庁別に示すと図表14のとおりであり、全数

調査をして適用件数を把握していた政策等が3件、全数を把握することが困難である

ためサンプル調査等を実施したり公表資料等を基に試算したりなどして推計等して

いた政策等が10件あり、このうち、適用件数を推計等していた政策等は7件、適用金

額を推計等していた政策等は6件となっていた。また、国税庁統計年報又は国税庁の

ホームページで公表されている贈与税の申告状況等に関する報道発表資料を活用し

ていた政策等が4件あり、このうち、適用件数を把握していた政策等が1件、適用金

額を把握していた政策等が4件となっていた。
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図表14 両検証のいずれかが行われた際の適用実績の把握等の方法

（単位：件）

国税庁
統計年

全数調 うち適 うち適 推計等 うち適 うち適 報又は うち適 うち適

査をし 用件数 用金額 してい 用件数 用金額 報道発 用件数 用金額
関係省庁 ていた を把握 を把握 た政策 を推計 を推計 表資料 を把握 を把握

政策等 してい してい 等 等して 等して を活用 してい してい
た政策 た政策 いた政 いた政 してい た政策 た政策
等 等 策等 策等 た政策 等 等

等

金 融 庁 － － － 1 1 1 － － －

総 務 省 － － － － － － － － －

文部科学省 － － － 1 1 1 － － －

厚生労働省 1 1 － 1 － 1 － － －

農林水産省 1 1 － 6 4 3 2 － 2

経済産業省 1 1 － 1 1 － 1 － 1

国土交通省 － － － － － － 1 1 1

計 3 3 － 10 7 6 4 1 4

注(1) 相続税軽減措置21措置を対象として、政策等の単位別に平成27年4月1日現在の関係省庁から提出さ

れた資料に基づいて作成した。

注(2) 「全数調査をしていた政策等」は、関係省庁において自ら調査を実施するなどして適用件数又は適

用金額を把握していた件数を集計した。「推計等していた政策等」は、自らサンプル調査等を実施し

て推計したり、公表資料等を基に試算したりなどして適用件数又は適用金額の推計等していた件数を

集計した。「国税庁統計年報又は報道発表資料を活用していた政策等」は、国税庁統計年報又は報道

発表資料で公表されている適用実績を活用していた件数を集計した。

注(3) 適用件数と適用金額の両方を推計等していた政策等があることから、「うち適用件数を推計等して

いた政策等」と「うち適用金額を推計等していた政策等」を合計しても「推計等していた政策等」と

一致しない。同様に、適用件数と適用金額の両方を国税庁統計年報又は報道発表資料を活用して把握

していた政策等があることから、「うち適用件数を把握していた政策等」と「うち適用金額を把握し

ていた政策等」を合計しても「国税庁統計年報又は報道発表資料を活用していた政策等」と一致しな

い。

なお、前記相続税関係特別措置24措置のうち、「贈与税の基礎控除の特例」（措置

法第70条の2の4。図表8の7番参照）、「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税

率の特例」（措置法第70条の2の5。図表8の8番参照）及び「相続時精算課税適用者の

特例」（措置法第70条の2の6。図表8の9番参照）の3措置については、高齢者の保有資

産を若年世代へ移転することを促進することなどを目的として創設された特別措置で

あるが、現時点ではいずれの府省庁も自らが所管する政策と関係付けていないことか

ら、22年度から28年度までの間に、政策評価や税制改正要望は行われていない。また、

財務省は、1(4)のとおり、国税に関する制度の企画、立案等を所掌していることから、

特別措置について、税制改正要望のない場合においても必要に応じて見直しを行って

いる。上記の3措置についても、創設時に検証を行い、税制改正の提案を行っており、

今後も必要に応じて見直しを行うとしている。
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ア及びウのとおり、関係省庁において、政策評価を行っていなかったり、両検証を

行うに当たり適用実績を十分に把握等していなかったりしていて、検証が十分に行わ

れていないと考えられる相続税軽減措置が見受けられる状況となっている。

一方、(1)のとおり、措置法第4章相続税法の特例に規定されている条文のうち、税

負担の軽減等を行うものを集計すると24措置となっているが、国税庁は、相続税及び

贈与税の申告書等を集計するなどの方法により、この24措置のうち22措置（相続税軽

減措置21措置のうち20措置）の適用実績を把握しており（相続税関係特別措置ごとの

適用件数及び適用金額については図表8参照）、その一部については国税庁統計年報で

公表している。そして、前記のとおり、関係省庁が適用実績を把握等していた13件の

政策等のうち、4件は国税庁統計年報又は報道発表資料で公表されている適用実績を活

用していた。残りの9件については、全数調査や推計等により適用実績を把握等してい

たが、これに係る国税庁の適用実績の把握状況についてみると、適用実績が国税庁統

計年報で公表されていた政策等は4件、公表されていないが国税庁が適用実績を把握し

ていた政策等は5件となっていた。したがって、国税庁が把握していた適用実績を関係

省庁が活用することとした場合には、当該9件について、相続税又は贈与税の申告をし

た結果税額があった全ての納税者に係る適用実績を効率的に把握することが可能とな

り、両検証においてより正確性の高いデータに基づく検証が可能と考えられる。

これらの適用実績については、国税庁統計年報で公表されているものについては、

措置法の条文等の情報が記載されていないことなど、また、それ以外のものについて

は、国税庁が自らの業務の必要性に応じて集計しているものであり公表されていない

ことから、関係省庁が適用実績を必ずしも容易に活用することのできない状況となっ

ていた。しかし、1(2)のとおり、財務省は、相続税関係特別措置についても、その適

用実態を調査する必要があると認めるときは、税務署長に提出される調書等を利用す

ること並びに行政機関等に対し資料の提出及び説明を求めることができることとされ

ており、また、関係省庁は、財務省に対して政策評価等のために必要がある場合には

当該情報の提供を求めることができることとされている。相続税軽減措置について国

税庁が把握している適用実績の提出等を求める調査が行われれば、関係省庁において

当該情報を活用することが可能となり、関係省庁の政策評価における客観的なデータ

に基づく測定及び分析に資すると思料される。
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(3) 減収見込額が多額に上っている相続税軽減措置の適用状況及び検証状況

28年度において減収見込額が多額に上っていて、近年において大きな政策の転換が

行われるなどした「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」（措置

法第69条の4）、「農地等についての相続税の納税猶予及び免除」（措置法第70条の

6）、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」（措置法第70条の7）、

「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」（措置法第70条の7の2）等に

関して、会計実地検査等で提出を受けた申告書等から把握した適用状況等を踏まえて、

当該相続税軽減措置の検証が指針等により適切に行われているかなどについてみたと

ころ、次のような状況となっていた。

ア 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

（措置法第69条の4関係（図表8の1番参照）、平成28年度減収見込額1350億円）

(ｱ) 特別措置の趣旨及び概要

相続税は、相続人の相続（遺贈を含む。以下同じ。）による取得財産等の課税

価格から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を基礎として算定することとなっ

ている。また、相続税の申告期限は、相続開始日の翌日から10か月とされている。

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」（措置法第69条の

4。以下「小規模宅地等の特例」という。）は、個人が相続により取得した財産等

のうち、その相続の開始直前に被相続人（遺贈者を含む。以下同じ。）又は被相

続人と生計を一にしていた被相続人の親族（以下、これらを合わせて「被相続人

等」という。）の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等（以下「事業用又

は居住用宅地等」という。）について、被相続人等の事業を承継した親族や被相

続人と同居していた親族等が相続により取得した場合に、相続税の課税価格を軽

減するものである。事業用又は居住用宅地等の利用区分は、図表15のとおり、特

定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、貸付事業用宅地等及び特定居住用

宅地等となっていて、相続人は、それぞれの利用区分の限度面積の範囲内の部分

（以下「特定宅地等」という。）について、申告期限まで当該土地等を所有する

などしていなければならないなどの保有・事業（居住）の継続要件（以下「保有

継続要件」という。）等を満たす場合に限り、特定宅地等の価額に同図表に掲げ

る減額割合を乗じた額（以下「課税価格減少額」という。）を、事業用又は居住

用宅地等の課税価格から減額することができることとなっている。
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図表15 小規模宅地等の特例の概要（平成27年1月1日以降適用分）

注(1) 相続開始の時に日本国内に住所がなく、かつ、日本国籍を有しない者を除く。

注(2) 「限度面積」は、特定事業用宅地等(A)、特定同族会社事業用宅地等(B)、貸付事業用宅地等(C)及

び特定居住用宅地等(D)のうち、小規模宅地等の特例の適用を選択する宅地等が次のいずれに該当す

るかに応じて判定する。

(ⅰ) (A)及び(B)を選択する場合、又は(D)を選択する場合

(A)＋(B)≦400㎡であること。又は(D)≦330㎡であること。なお、(A)、(B)及び(D)を同時に選

択する場合は、それぞれの限度面積まで適用可能（最大730㎡）

(ⅱ) (C)及びそれ以外の宅地等（(A)、(B)又は(D)）を同時に選択する場合

（(A)＋(B)）×200㎡／400㎡＋(D)×200㎡／330㎡＋(C)≦200㎡であること

注(3) 「保有継続要件」、「宅地等の要件」及び「相続人の要件」の全てを満たさなければ小規模宅地等

の特例の適用ができない。

小規模宅地等の特例は、事業用又は居住用宅地等が相続人の生活の基盤そのも

のであって、相続人が事業又は居住を継続していく上で欠くことのできない資産

であることから、事業用又は居住用宅地等の相続税の課税価格を軽減することで

相続人の事業又は居住の継続等に配慮することを目的として昭和58年に創設され

た制度であり、利用区分、限度面積、減額割合等の適用要件について数次にわた

利用区分
減額

割合

限度面

積
保有継続要件 宅地等の要件 相続人の要件

特定事業用

宅地等(A)

80％ 400㎡ 申告期限まで当該宅地等を所有

等していること、かつ、そこで

事業継続していること

被相続人等の事業（不動産貸付業等

を除く。）の用に供されていた宅地

等であること

被相続人等の事業を承

継した親族であること

特定同族会

社事業用宅

地等(B)

相続開始直前に被相続人及び被相続

人の親族等が株式等の10分の5超を

有する法人の事業（不動産貸付業等

を除く。）の用に供されていた宅地

等であること

当該法人の役員である

親族であること

貸付事業用

宅地等(C)
50％ 200㎡

被相続人等の不動産貸付業等の用に

供されていた宅地等であること

被相続人等の事業を承

継した親族であること

特定居住用

宅地等(D)
80％ 330㎡

配偶者が

相続人の

場合

（要件が課されて

いない）
（要件が課されていない）

被相続人の配偶者であ

ること

同居親族

が相続人

の場合

申告期限まで当該

宅地等を所有等し

ていること、か

つ、そこで居住継

続していること

被相続人等の居住の用に供されてい

た宅地等であること

相続開始の直前におい

て被相続人と同居して

いた親族であること

非同居親

族が相続

人の場合

注(1)

申告期限まで当該

宅地等を所有等し

ていること

被相続人が相続開始直

前において、親族等

（被相続人の配偶者を

含む。）と同居してい

ない場合に、相続開始

前3年以内に日本国内に

自己又は自己の配偶者

の所有に係る家屋に居

住したことがない親族

であること
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り改正が行われている。「わが国税制の現状と課題」（平成12年7月税制調査会の

答申）によれば、小規模宅地等の特例について、小規模であっても宅地を過度に

優遇すれば、相続税の有する富の再分配機能を大きく損なうことになりかねず、

また、例えば、事業の継続に配慮するという趣旨に適った仕組みとなっているか

などといった観点から仕組みを見直していかなければならないなどの意見があり、

小規模宅地等の特例の在り方については、相続税の基本にも関わりかねない問題

の一つとして、その趣旨等を踏まえた不断の見直しが必要であるとされている。

会計検査院が平成17年度決算検査報告に特定検査対象に関する検査状況として

掲記した「租税特別措置（小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特

例）の適用状況等について」を受けて、平成22年度税制改正において、特定居住

用宅地等の適用要件が改正されるとともに、保有継続要件のない利用区分である

「その他居住用宅地等」及び「その他事業用宅地等」が廃止されて、事業の用に

供されていた宅地等の利用区分は、いずれも保有継続要件のある「特定事業用宅

地等」、「特定同族会社事業用宅地等」及び「貸付事業用宅地等」に整理される

などした。

また、平成25年度税制改正により、平成27年1月1日から一部の利用区分の限度

面積が拡大され、それと同時に、2(1)のとおり、相続税については、課税価格か

ら控除される基礎控除額が引き下げられて、課税ベースが拡大したため、以前よ

り広い層に対し課税されることになったことから、小規模宅地等の特例の適用件

数も、国税庁の集計によれば、図表16のとおり、25年分は延べ42,215件（課税価

格減少額5601億余円。なお、件数純計は36,066件）、26年分は延べ43,448件（同

減少額5786億余円。同37,166件）であったが、27年分は延べ74,880件（同減少額

9831億余円。同61,811件）と増加している。そして、減収見込額は、財務省の試

算によれば、25年度720億円、26年度740億円となっていたが、27年度1280億円、

28年度1350億円となり、28年度は25年度の約1.87倍に増加している。
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図表16 小規模宅地等の特例の適用件数及び課税価格減少額

注(1) 国税庁から提出を受けた資料に基づいて作成した。

注(2) 適用件数については、1件の申告書で複数の利用区分を適用している場合があるため、延べ件数であ

る。

(ｲ) 会計実地検査等で提出を受けた申告書等から把握した適用状況

(ｱ)のとおり、小規模宅地等の特例は、相続人にとって事業用又は居住用宅地等

が生活の基盤そのものであって、事業又は居住を継続していく上で欠くことので

きない資産であることから、事業用又は居住用宅地等の相続税の課税価格を軽減

することで相続人の事業又は居住の継続等に配慮することを目的として創設され

たものである。そして、平成22年度税制改正の際に、全ての利用区分において、

原則として保有継続の期間は申告期限までとされるなどしている。

そこで、平成17年度決算検査報告に特定検査対象に関する検査状況を掲記して

から10年以上経過していること及びその間に適用要件の改正があったことから、

小規模宅地等の特例の政策目的となっている事業又は居住の継続の状況に着眼し

て、小規模宅地等の特例の適用後に相続人が譲渡した土地等の状況をみるために、

平成17年度決算検査報告に係る検査と同様に、相続による土地・建物等の取得財

産を、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合の特別措

置である措置法第39条を適用した申告のあった、前記73税務署等のうち70税務署
(注3) (注4)

    0
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において26年分及び27年分譲渡所得事績書から譲渡収入が高額な者2,907人分を
(注5) (注6)

抽出した。

（注3） 措置法第39条 相続税の課税対象となった相続財産の譲渡が相続の直
後に行われる場合等に、相続税と譲渡に係る所得税が相次いで課さ
れることによる負担の調整を図ることを目的として創設された所得
税関係の特別措置で、相続により取得した土地・建物等の財産を、
相続開始日の翌日からその相続税の申告期限の翌日以後3年を経過す
る日までに譲渡した場合において、相続税のうち譲渡した資産に対
応する部分の金額を、その資産の譲渡所得の計算上、その資産の取
得費に加算することができるもの

（注4） 70税務署 札幌西、室蘭、青森、弘前、盛岡、仙台北、水戸、高崎、
熊谷、川口、西川口、浦和、新潟、千葉東、千葉南、市川、麹町、
神田、日本橋、芝、麻布、品川、四谷、新宿、小石川、江東西、目
黒、蒲田、世田谷、北沢、中野、荻窪、王子、江戸川南、武蔵野、
東村山、緑、川崎北、川崎西、鎌倉、藤沢、高岡、金沢、小松、岐
阜南、大垣、静岡、沼津、名古屋西、小牧、右京、大阪福島、西成、
東、堺、岸和田、東大阪、西宮、加古川、奈良、広島南、福山、高
松、博多、福岡、西福岡、宮崎、鹿児島、北那覇、沖縄各税務署

（注5） 譲渡所得事績書 納税者から納税申告等を受けた譲渡所得の内容につ
いて審理等した後に税務署で作成される文書

（注6） 譲渡収入が高額な者 税務署ごとに、措置法第39条の規定に基づく特
別措置を適用して平成26年分及び27年分の譲渡収入を申告している
者のうち金額の多い者について、計50人を目途に抽出した。

検査したところ、次のような状況となっていた。

ａ 利用区分別件数

前記2,907人のうち、小規模宅地等の特例を適用した相続人は243人となって

いた。そして、この243人が譲渡した特定宅地等273件を利用区分別にみると、
(注7)

図表17のとおり、貸付事業用宅地等が65％、特定居住用宅地等が31％等となっ

ていて、小規模宅地等の特例を適用して申告期限の翌日以後3年以内に譲渡して

いるものは、貸付事業用宅地等が最も多い状況となっていた。

（注7） 小規模宅地等の特例を適用した土地等を共同相続している別の相続人が
いる場合は、その共同相続分を合わせて1件としている。
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図表17 相続人が譲渡した特定宅地等の利用区分別件数

ｂ 課税価格減少額及び減額された相続税額

前記の243人が譲渡した特定宅地等を含む土地等273件に係る課税価格計165億

7293万余円（1件当たり平均6070万余円）に対して、課税価格減少額は計63億

7877万余円（特定宅地等1件当たり平均2336万余円）であり（小規模宅地等の特

例適用後の課税価格は計101億9415万余円。1件当たり平均3734万余円）、これ

を課税価格減少額別にみると、図表18のとおり、1000万円未満では114件、10

00万円以上3000万円未満では92件、また、1億円以上では6件となっており、最

も高額なものは2億2915万余円となっていた。

図表18 課税価格減少額の状況

（単位：件）

課税価格減少額 特定宅地等

1000万円未満 114

1000万円以上3000万円未満 92

3000万円以上5000万円未満 28

5000万円以上1億円未満 33

1億円以上 6

計 273

また、前記の273件について、会計検査院において、小規模宅地等の特例を適

用しなかった場合と比較したときの相続税額の開差額を試算したところ、19億
(注8)

6300万余円（特定宅地等1件当たり平均719万余円）となっていた。

（注8） 小規模宅地等の特例を適用する前の取得財産等の課税価格から基礎控除
額を差し引いた課税遺産総額を基礎として算出した相続税総額と、小規模
宅地等の特例の適用による減額後の課税価格から同様に算出した相続税総

特定居住用宅地等

85件

31％

特定事業用宅地等

3件

1％

特定同族会社

事業用宅地等

8件

3％

貸付事業用宅地等

177件

65％

計 273 件

特定宅地等の利

用区分別件数
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額との差額を試算した。なお、試算に当たり配偶者の税額控除等は考慮し
ていない。

ｃ 譲渡までの期間

小規模宅地等の特例は、事業用又は居住用宅地等の相続税の課税価格を軽減

することで相続人の事業又は居住の継続等に配慮することを目的として創設さ

れたものであるが、前記の273件（課税価格減少額の合計は63億7877万余円）に

ついて、申告期限（相続開始日の翌日から10か月）の翌日から譲渡までの期間

を確認したところ、図表19のとおり、相続人が相続税の申告期限の翌日から1年

以内に譲渡していたものが163件（課税価格減少額の合計は36億4708万余円）見

受けられ、このうち貸付事業用宅地等の譲渡は110件となっていた。また、相続

税の申告期限の翌日から1か月以内に譲渡していたものも22件（課税価格減少額

の合計は6億4627万余円）見受けられ、このうち貸付事業用宅地等の譲渡は13件

となっていた。

図表19 譲渡までの期間の状況

（単位：件）

利用区分 特定居住 特定事業 特定同族 貸付事業 計

用宅地等 用宅地等 会社事業 用宅地等

譲渡までの期間（注） 用宅地等

1 1か月以内 9 0 0 13 22

年 1か月超3か月以内 12 0 1 23 36

以 3か月超6か月以内 17 0 0 31 48

内 6か月超1年以内 13 1 0 43 57

小計 51 1 1 110 163

1年超2年以内 21 2 6 37 66

2年超3年以内 13 0 1 30 44

計 85 3 8 177 273

（注）「譲渡までの期間」欄は、相続税の申告期限の翌日からの期間を記載している。

小規模宅地等の特例を適用した土地等を申告期限の翌日から短期間で譲渡し

ていたものについて、事例を示すと次のとおりである。

＜事例1＞ 小規模宅地等の特例を適用した土地を申告期限の翌日から短期間で譲渡していたもの

相続人Ａは、平成26年分の相続税申告書等において、相続した土地249.70㎡、現金預金28,53

8,289円、家屋4,477,440円等のうち、被相続人の不動産貸付事業の用に供されていた宅地198.4

6㎡（このうち相続人Ａの持分は2分の1。以後、持分に係る価額のみ表示）について、事業を承

継することとして、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用し、当該土地の課税価

格51,599,600円から50％相当額である25,799,800円を減額し、3,075,100円（当該土地に係る相

続税額は1,537,631円）を相続税として納税していた。

そして、相続人Ａは、保有継続要件である相続税の申告期限の翌日（相続開始日26年3月29日
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の翌日から10か月を経過した日である27年1月30日）の約1か月半後である27年3月13日に当該土

地を64,500,000円で売却していた。

また、相続人Ａは、措置法第39条の規定に基づく特別措置を適用して当該土地に係る相続税

額1,537,631円を取得費に加算して譲渡収入から控除するなどした課税譲渡所得59,523,207円に

対する譲渡所得税額8,928,450円を納税していた。

仮に、相続人Ａが小規模宅地等の特例等を適用しなかったとして会計検査院において試算し

たところ、相続税額は5,098,200円増加して8,173,300円となる一方、取得費に加算される相続

税額が3,658,456円増加して5,196,087円となることから譲渡所得税額は548,850円減少して8,37

9,600円となる。したがって、相続人Ａの負担する納税額は、相続税と譲渡所得税額の差引きで

4,549,350円増加することとなる。

(ｳ) 関係省庁における検証状況等

関係省庁である経済産業省は、別表3のとおり、28年度に事後評価を実施してい

た。そして、適用実績については、民間事業者が国税庁から情報公開請求によっ

て取得した情報の提供を受けるなどして適用件数を把握していた。また、同省は、

特別措置によるべき妥当性について、平成22年度税制改正において、適用対象が

事業・居住継続に係る宅地等に限定され、事業・居住を継続しない場合を適用対

象から除外しているなどのことから、妥当性が担保されているとしていた。

しかし、(ｲ)のとおり、会計検査院において適用状況をみたところ、小規模宅地

等の特例が事業用又は居住用宅地等の相続税の課税価格を軽減することで相続人

の事業又は居住の継続等に配慮することを目的として創設された制度であるのに、

相続人が、小規模宅地等の特例を適用した土地等を、特に貸付事業用宅地等につ

いて短期間しか所有していないものが見受けられ、事業又は居住の継続への配慮

という小規模宅地等の特例の政策目的に沿ったものとなっていないと思料される

状況となっていた。この点について、同省は、このような状況も踏まえて、小規

模宅地等の特例の課題の把握に努めるとともに、引き続き適用実績の把握に努め

るなどして指針等により検証を行い、国民に対する説明責任を果たしていくとし

ている。

また、税制改正要望の際に行われる関係省庁及び財務省による検証は、関係省

庁から税制改正要望に係る要望書が提出されていないため、行われていなかった。

この点について、財務省は、上記のような状況も踏まえて、引き続き実態を把握

し適切な見直しに努めるとしている。

イ 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等、相続税の納税猶予を適用してい
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る場合の特定貸付けの特例及び特定貸付けを行った農地又は採草放牧地について

の相続税の課税の特例

（措置法第70条の6関係（図表8の13番参照）、平成28年度減収見込額540億円）

（措置法第70条の6の2関係（図表8の14番参照））

（措置法第70条の6の3関係（図表8の15番参照））

(ｱ) 特別措置の趣旨及び概要

ａ 特別措置の趣旨及び概要

「農地等についての相続税の納税猶予及び免除等」（措置法第70条の6。以下

「農地等の相続税の納税猶予」という。）は、相続により承継された農地等

（農地、採草放牧地及び準農地をいう。以下同じ。）が農地等として確実に利

用されることを確保するために、昭和50年度税制改正により創設された制度で

ある。

農地等の相続税の納税猶予は、農業目的で使用している限りにおいては実現

しない高い評価額により相続税が課税されると、農業経営を継続する意欲があ

っても、相続税を納付するために当該農地等を売却せざるを得ないという問題

が生ずるおそれがあることから、一定の要件を満たした農地等を相続により取

得した相続人が、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も農業経

営を行うと認められるなどの要件を満たした場合（以下、要件を満たした相続

人を「農業相続人」という。）に、その取得した農地等の価格のうち農業投

資価格に対応する相続税を納付した後、農業投資価格による価格を超える部分
(注9)

に対応する相続税の納税が、所定の期間、農業経営を継続している限りにおい

て猶予され、後述する(ｲ)ｄのとおり、農業相続人が死亡したとき（一部の地域

では20年農業経営したとき）などには猶予されている相続税が免除されるもの

である。なお、農地等の相続税の納税猶予は、適用の対象となった農地等（以

下「特例農地等」という。）における農業経営の継続を前提として設けられて

いることから、特例農地等を譲渡したり貸し付けたりするなど一定の事由に該

当した場合は、納税猶予が打ち切られ、農業相続人は、猶予されている相続税

の全部又は一部を、利子税と併せて納付しなければならないとされている。

（注9） 農業投資価格 農地等が所在する地域において、恒久的に耕作又は養
畜の用に供されるべき土地として自由な取引が行われるとした場合
において、通常、取引が成立する価格として当該地域の所轄国税局
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長が決定した価格

なお、農地等の相続税の納税猶予の適用件数は、国税庁の集計によると、平

成24年分は1,880件（納税猶予税額535億余円）、25年分は1,688件（同476億余

円）、26年分は1,522件（同440億余円）、27年分は1,840件（同439億余円）と

なっている。また、財務省が試算した減収見込額は、25年度は560億円、28年度

は540億円となっている。

また、「相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例」（措置

法第70条の6の2）及び「特定貸付けを行った農地又は採草放牧地についての相

続税の課税の特例」（措置法第70条の6の3。以下、これらを合わせて「特定貸

付特例」という。）は、21年に農地法（昭和27年法律第229号）の目的が「農地

はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農

地の取得を促進」することから、「農地を効率的に利用する耕作者による」

「農地についての権利の取得を促進」することに改正されたことに対応して創

設された制度である。前記のとおり、特例農地等を貸し付けた場合には、納税

猶予の適用が打ち切られるのが原則となっているが、当該農地等が市街化区域

外に所在する農地等（以下「市街化区域外農地等」という。）であるなどの要

件を満たした場合に限り、農業相続人が農地中間管理事業の推進に関する法律

（平成25年法律第101号）に規定されている農地中間管理事業のために行われる

賃借権又は使用貸借権の設定による貸付け等の政策的に推進すべき農地等の貸

付け（以下「特定貸付け」という。）を行った場合には、一定の要件の下、農

業経営を廃止していないものとみなして、農地等の相続税の納税猶予の適用を

継続して受けることができることとなっている。

ｂ 都市農地を取り巻く政策の変化

27年に、都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の有する機能の

適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的として、

都市農業振興基本法（平成27年法律第14号）が制定された。同法では、都市農

業が安定的かつ確実に継続されるよう、都市農業のための利用が継続される土

地に関し、必要な税制上の措置を講ずるものとされている。また、同法に基づ

き28年5月に閣議決定された都市農業振興基本計画（以下「基本計画」とい

う。）において、都市農地の位置付けが「宅地や公共施設の予定地等」から
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「あって当たり前のもの」、さらには「あるべきもの」へと大きく転換され、

農業政策及び都市政策の双方の方向転換の下で、計画的に都市農地を保全する

ことがうたわれている。

基本計画を踏まえ、29年に生産緑地法（昭和49年法律第68号）が改正され、

生産緑地地区（市街化区域内において緑地機能等の優れた農地等を保全し、も

って、良好な都市環境の形成に資することを目的として指定された区域をいう。

以下同じ。）を都市計画に定める際の面積要件が緩和された。これと併せて、

国土交通省による税制改正要望を踏まえ、新たに生産緑地地区の指定の対象と

なった農地等にも、農地等の相続税の納税猶予が適用されるようになった。

(ｲ) 会計実地検査等で提出を受けた申告書等から把握した適用状況等

(ｱ)のとおり、農業政策及び都市政策の双方の方向転換が行われ、都市農地に対

する位置付けが大きく転換されている中、都市計画区分を踏まえて、どのような

農地等が農地等の相続税の納税猶予の適用を受けているか、農地等の相続税の納

税猶予の適用を受けている農業相続人がどのような農業経営を行っているか、ま

た、農地等の相続税の納税猶予はどの程度の期間農地等の確保につながっている

のかに着眼して、前記73税務署等のうち、農地等の相続税の納税猶予を適用した

申告のあった53税務署等において、税務署ごとに納税猶予税額の高額なものを抽
(注10)

出するなどして、24年分から26年分までに農地等の相続税の納税猶予の適用を受

けた農業相続人683人分の特例農地等355.9ha（24年分から26年分までに新規に農

地等の相続税の納税猶予の適用を受けた特例農地等の面積の約13％）、納税猶予

税額381億余円（同特例農地等に係る納税猶予税額の約26％）について、相続税の

申告書、農業相続人の所得税及び復興特別所得税の確定申告書（以下「所得税等

の確定申告書」という。）等を検査したところ、次のような状況となっていた。

（注10） 53税務署等 札幌西、室蘭、盛岡、仙台北、水戸、高崎、熊谷、川口、
西川口、浦和、新潟、千葉東、千葉南、市川、芝、世田谷、北沢、
中野、荻窪、王子、武蔵野、東村山、緑、川崎北、川崎西、鎌倉、
藤沢、高岡、金沢、小松、岐阜南、大垣、静岡、沼津、名古屋西、
小牧、右京、堺、岸和田、東大阪、西宮、加古川、奈良、広島南、
福山、高松、博多、福岡、西福岡、宮崎、鹿児島各税務署、東京都、
神奈川県

ａ 被相続人の所有していた農地等の相続の状況

農業相続人683人のうち、被相続人の所有していた農地等の面積が把握できた

677人について、被相続人の所有していた農地等に関して、農業相続人の相続の
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状況や農地等の相続税の納税猶予の適用状況をみたところ、図表20のとおり、

農業相続人が相続により取得した農地等のうち、農地等の相続税の納税猶予の

適用を受けていたのは72.3％となっていた。

図表20 被相続人の所有していた農地等に対する農地等の相続税の納税猶予の適用状況

被相続人の所 農業相続人が相続した農地等 農業相続人以外

有していた農 ②（③＋④） の相続人が相続

地等 した農地等

特例農地等 非特例農地等

①（②+⑤） ③ ④ ⑤

面積の合計 539.6 490.2 354.5 135.6 49.4

（ha） （ 72.3％ ） （27.6％）

被相続人の所有し

ていた農地等に占 100.0 90.8 65.7 25.1 9.1

める割合

（％）

（注）「特例農地等」欄及び「非特例農地等」欄の（ ）内は、農業相続人が相続した農地等に占め

る割合を示す。

また、農業相続人683人について、相続により取得した農地等の面積区分別及

び特例農地等の面積区分別の農業相続人の分布をみると、図表21のとおり、取

得面積が10a以上30a未満の農業相続人がそれぞれ198人（28.9％）、260人（38.

0％）と最も多くなっていた。

図表21 相続により取得した農地等及び特例農地等の面積区分別の農業相続人の分布
（単位：人、％）

相続により取得した農地等の 特例農地等の面積区分別の
面積区分 面積区分別の農業相続人の数 農業相続人の数

人数 割合 人数 割合

不明 5 0.7

10a未満 52 7.6 134 19.6

10a以上30a未満 198 28.9 260 38.0

30a以上50a未満 145 21.2 125 18.3

50a以上1ha未満 171 25.0 94 13.7

1ha以上2ha未満 72 10.5 47 6.8

2ha以上4ha未満 30 4.3 16 2.3

4ha以上 10 1.4 7 1.0

計 683 100.0 683 100.0

（注）会計検査院が分析の対象とした相続税の申告書等の範囲内で集計しており、他の相続の機会等で農

地等を取得している可能性がある。

なお、農業相続人683人のうち、複数の農業相続人で特例農地等を分割相続し
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た者が118人（17.2％）おり、当該農業相続人が取得した特例農地等は31.1ha

（特例農地等の8.7％）となっていた。また、このうち農業相続人同士が同居を

していないことから世帯を一にしないと考えられる者が37人（5.4％）おり、当

該農業相続人が取得した特例農地等は8.1ha（特例農地等の2.2％）となってい

た。

ｂ 特例農地等の種類別の適用状況

農林水産省の調査によると、26年12月末時点において、全国で農地等の相続
(注11)

税の納税猶予が適用されている面積は36,310haで、そのうち三大都市圏特定市

の生産緑地地区内にある農地等（以下「都市営農農地等」という。）及び三大

都市圏特定市以外の市街化区域内にある農地等（以下「市街化区域内農地等」

という。）が9,659ha（26.6％）、市街化区域外農地等が26,559ha（73.1％）と

なっている。また、24年分から26年分までに農地等の相続税の納税猶予の対象

となった特例農地等は全国で2,556haとなっていて、そのうち都市営農農地等及

び市街化区域内農地等が994ha（38.8％）、市街化区域外農地等が1,561ha（61.

0％）となっている。

（注11） 農林水産省の調査 農業委員会が農地等の相続税の納税猶予の適用の
ために必要な証明書を交付した者のうち農地等の相続税の納税猶予
が継続している者の適用状況を調査したもの

農業相続人683人に係る特例農地等について、種類別の適用状況をみたところ、

図表22のとおり、市街化区域外農地等に対する適用面積が182.7ha（51.3％）と

過半を占めていたが、納税猶予税額の合計額は、都市営農農地等に係るものが

325億余円（85.3％）と最も多額に上っており、また、都市営農農地等に市街化

区域内農地等に係るものを加えると、計367億余円（96.3％）となっていた。

そして、特例農地等1㎡当たりの農業投資価格と農業投資価格超過額を特例農

地等の種類別にみると、都市営農農地等では813円に対して84,447円と103.8倍

となっていたのに対して、市街化区域外農地等では528円に対して2,367円と4.

4倍となっていた。

なお、都市農業振興基本法によると、都市農業は、農産物の供給の機能以外

にも多様な機能を果たしていることに鑑み、都市における農地の有効な活用及

び適正な保全が図られるよう、都市農業の振興を積極的に行わなければならな

いとされている。
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図表22 特例農地等の種類別の農地等の相続税の納税猶予の適用対象となった面積等

特例農地等 特例農地 農業投資 特例農地等の 農業投資価 納税猶予税額 特例農地等1㎡ 特例農地等1㎡

の種類 等面積 価格 通常価額 格超過額 当たりの農業 当たりの農業投

投資価格 資価格超過額

（ha） （千円） （千円） （千円） （千円） （円） （円）

(a) (b) (c) (d)=(c)-(b) (e) (b)/(a) (d)/(a)

都市営農 105.4 857,361 89,908,275 89,050,913 32,584,431 813 84,447

農地等 (29.6) (38.9) (78.9) (79.7) (85.3)

市街化区域 57.5 324,784 17,282,112 16,957,328 4,194,896 564 29,452

内農地等 (16.1) (14.7) (15.1) (15.1) (10.9)

市街化区域 182.7 966,073 5,291,413 4,325,340 1,114,242 528 2,367

外農地等 (51.3) (43.8) (4.6) (3.8) (2.9)

不明 10.2 52,465 1,450,985 1,398,519 283,807 512 13,654

(2.8) (2.3) (1.2) (1.2) (0.7)

計 355.9 2,200,686 113,932,786 111,732,100 38,177,378 618 31,387

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

（注）各欄の（ ）内は、計に占める金額又は面積の割合（％）を示す。

ｃ 農業相続人の農業経営の状況等

(a) 農業相続人の農業所得の状況等

基本計画では、「人口減少や高齢化の進行により、一部の地域を除いて宅

地需要が低下することにより、空き家率が上昇し、賃貸用不動産経営も困難

になっていくことが見込まれる」「農業以外による安定的な収入の下で継続

されてきた都市農業の経営基盤が不安定化することが見込まれる」としてい

ることを踏まえて、農業相続人589人について、27年の農業所得の状況をみ
(注12)

ると、図表23のとおり、農業所得が赤字となっている農業相続人に係る納税

猶予税額が全体の過半を占めていた。

（注12） 農業相続人589人 農業相続人683人のうち、所得税等の確定申告書を
把握できなかった農業相続人等94人を除外している。

図表23 農業所得の階層区分別にみた農地等の相続税の納税猶予の適用状況

農業所得の階層区分 人数 割合 納税猶予税額 割合

（人） （％） （千円） （％）

赤 100万円以上 124 21.0 11,262,108 31.2

字 1円以上100万円未満 192 32.5 9,435,630 26.1

小計 316 53.6 20,697,739 57.4

黒 0円以上100万円未満 227 38.5 11,311,297 31.3

字 100万円以上200万円未満 18 3.0 1,083,810 3.0

200万円以上 28 4.7 2,939,118 8.1

小計 273 46.3 15,334,226 42.5

計 589 100.0 36,031,966 100.0
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また、上記農業相続人589人の所得を所得区分別に合算したところ、図表2

4のとおり、農業相続人の農業所得は赤字となっていた一方で、所得合計（4

0億余円）の大半を不動産所得（74.0％）と給与所得（22.0％）が占めていた。

そして、農業所得が赤字となっていた農業相続人316人のうち299人（農業相

続人589人のうち50.7％）は、農業所得の赤字を不動産所得や給与所得等と

損益通算しており、農業所得以外の所得を経営の基盤として農業経営を継続
(注13)

している農業相続人が相当数を占めると思料された。

（注13） 損益通算 必要経費が総収入金額を上回ったことにより損失が生じた
ときに、当該損失の金額を給与所得等の総合課税に属する他の各種
所得金額から控除すること

図表24 農業相続人の平成27年分の所得税等の確定申告書の所得の構成

(単位：千円)

所得区分 全体 農業所得の赤字を他の所得と損益

通算している農業相続人

（589人） （299人）

営業所得 57,954 (1.4) 61,805 (2.7)

農業所得 ▲184,342 (▲4.5) ▲324,329 (▲14.4)

不動産所得 2,971,578 （74.0) 1,865,279 (83.0)

給与所得 884,946 （22.0) 464,611 (20.6)

その他 283,772 (7.0) 178,344 (7.9)

所得合計 4,013,909 (100.0) 2,245,712 (100.0)

（注）各欄の（ ）内は、所得合計に占める各所得の占める割合（％）を示す。

農業相続人の農業経営の状況について、事例を示すと次のとおりである。

＜事例2＞ 多額の農地等の相続税の納税猶予を受けているが、農業所得が赤字となっていて、不
動産所得等と損益通算していたもの

農業相続人Ｂは、相続により取得した生産緑地地区内に所在する約9aの農地等について、当

該農地等が所在する地域を管轄するＣ農業委員会から農業経営を継続する旨の証明を受け、当

該農地等に係る相続税額4556万余円の納税猶予を受けていた。一方、当該農業相続人Ｂの平成2

7年分の農業収入は13万余円にとどまっていた。また、農業所得は45万余円の赤字となってい

て、農業所得の赤字を不動産所得等（2635万余円）と損益通算していた。

(b) 特定貸付特例の適用状況

食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）に基づき、担い手の育成

・確保、担い手への農地集積・集約化を推進していく上でのビジョンとして
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農林水産省が示した「農業構造の展望」（27年3月公表）によれば、全農地面

積の8割（公表当時5割）が「担い手」によって利用される農業構造の確立を

目指すこととされている。農業の「担い手」とは、効率的かつ安定的な農業

経営になっている経営体及びそれを目指している経営体の両者を併せたもの

とするとされており、また、効率的かつ安定的な農業経営とは、主たる従事

者が他産業従事者と同等の年間労働時間で地域における他産業従事者とそん

色ない水準の生涯所得を確保し得る経営であるとされている。

(ｱ)ａのとおり、農地等の相続税の納税猶予は、相続により承継された農地

等が農地等として確実に利用されることを確保するためのものであることか

ら、その適用に当たっては農業所得の多寡や自家消費のみか否かなどは考慮

することとされていない。なお、特定貸付けを行った場合に、農地等の相続

税の納税猶予を継続して受けることができる特定貸付特例の政策目的には、

「担い手」による農地等の利用の拡大が含まれている。

農林水産省の調査（注11参照）によると、26年12月末時点で、全国で農業

相続人478人が、計241haの特例農地等について特定貸付特例の適用を受けて

いる。そして、農業相続人683人のうち、現行制度上、特定貸付特例の適用を

受けることができる市街化区域外農地等を相続した農業相続人は170人おり、

そのうち8.2％に当たる14人が、図表25のとおり、市街化区域外農地等である

特例農地等計6.9haについて特定貸付特例の適用を受け、相続税額計8316万余

円の猶予を引き続き受けていた。

図表25 特定貸付特例の適用状況

特定貸付けを 特定貸付けさ 特定貸付けされ 特定貸付けされ 特定貸付けさ 特例農地等1㎡ 特例農地等1㎡

行った農業相 れた特例農地 た特例農地等の た特例農地等の れた特例農地 当たりの農業 当たりの農業

続人 等面積 農業投資価格 農業投資超過額 等に係る納税 投資価格 投資価格超過

猶予税額 額

（人） （ha） （千円） （千円） （千円） （円） （円）

(a) (b) (c) (d) (b)/(a) (c)/(a)

14 6.9 48,879 285,411 83,163 700 4,089

（注）会計検査院が分析の対象とした相続税の申告書等の範囲内で集計しており、他の相続の機会等で農

地等を取得している可能性がある。

一方、市街化区域内の特例農地等については、特定貸付特例の適用の対象

外となっており、現行制度上、特例農地等の貸付けを行った場合には、農地

等の相続税の納税猶予が原則として打ち切られることとなっている。基本計
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画では、この状況について、「意欲ある経営体や事業者が規模の拡大や農業

への参入を考えても、農地の貸手側に大きな負担を生じさせてしまい、結果

として、ふさわしい担い手による活躍の機会が失われる」としている。

そこで、農業相続人683人のうち、特例農地等の種類を把握できた670人に

関する農業経営の状況等について、現行制度上、特定貸付特例が適用できる

市街化区域外農地等を相続した農業相続人（以下「市街化区域外農業相続

人」という。）と特定貸付特例が適用できない市街化区域内に所在する特例

農地等のみを相続した農業相続人（以下「市街化区域内農業相続人」とい

う。）の農業経営の状況に差異があるかに着眼して、27年分の所得税等の確

定申告書等を基にみたところ、次のような状況となっていた。

ⅰ 特例農地等の面積の状況

農業相続人が相続により取得した特例農地等の面積区分別の農業相続人

の分布をみると、図表26のとおり、市街化区域外農業相続人は、50a以上の

者が97人（57.0％）と過半を占めていたのに対して、市街化区域内農業相

続人は、取得面積が50a未満の者が437人（87.4％）と過半を占めていた。

図表26 特例農地等の面積区分別の農業相続人の分布
（単位：人）

面積区分 市街化区域外農業相続人 市街化区域内農業相続人

（170人） （500人）

10a未満 10 (5.8) 123 (24.6)

10a以上30a未満 31 (18.2) 222 (44.4)

30a以上50a未満 32 (18.8) 92 (18.4)

50a以上1ha未満 43 (25.2) 50 (10.0)

1ha以上2ha未満 35 (20.5) 11 (2.2)

2ha以上4ha未満 13 (7.6) 1 (0.2)

4ha以上 6 (3.5) 1 (0.2)

計 170(100.0) 500(100.0)

注(1) 各欄の（ ）内は、計に占める人数の割合（％）を示す。

注(2）会計検査院が分析の対象とした相続税の申告書等の範囲内で集計しており、他の相続の機会等

で農地等を取得している可能性がある。

ⅱ 農業相続人の農業収入の状況

農業相続人578人の27年における農業収入の状況をみると、図表27のと
(注14)

おり、市街化区域外農業相続人は50万円以上の者が75人（市街化区域外農
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業相続人142人のうち52.8％）と最も多くなっていて、市街化区域内農業相

続人は、15万円未満の者が172人（市街化区域内農業相続人436人のうち39.

4％）と最も多くなっていた。

（注14） 農業相続人578人 農業相続人683人のうち、特例農地等の種類が把握
できた農業相続人670人から、所得税等の確定申告書を把握できなか
った農業相続人等92人を除外している。

図表27 農業収入の階層区分別にみた農地等の相続税の納税猶予の適用状況

市街化区域外農業相続人 市街化区域内農業相続人
農業収入の （142人） （436人）
階層区分

人数 納税猶予税額 人数 納税猶予税額
（人） （千円） （人） （千円）

15万円未満 49 2,353,852 172 5,593,392
(34.5) (44.7) (39.4) (18.3)

15万円以上 18 845,070 106 5,291,526
50万円未満 (12.6) (16.0) (24.3) (17.3)

50万円以上 75 2,058,299 158 19,627,352
(52.8) (39.1) (36.2) (64.3)

計 142 5,257,223 436 30,512,271
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

注(1) 各欄の（ ）内は、計に占める人数の割合（％）を示す。

注(2）会計検査院が分析の対象とした相続税の申告書等の範囲内で集計しており、他の相続の機会

等で農地等を取得している可能性がある。

なお、上記農業相続人578人の27年分の所得税等の確定申告書における農

業所得の青色申告決算書又は収支内訳書の提出状況をみると、市街化区域

外農業相続人は106人（市街化区域外農業相続人142人の74.6％）に対して、

市街化区域内農業相続人は318人（市街化区域内農業相続人436人の72.9

％）となっていた。そのうち、自家消費のみを農業収入としている農業相

続人の納税猶予の状況をみると、市街化区域外農業相続人は1人（納税猶予

税額1.8億余円）で、市街化区域外農業相続人142人に占める割合は0.7％と

なっていたのに対して、市街化区域内農業相続人は23人（納税猶予税額計

8.9億余円）で、市街化区域内農業相続人436人に占める割合は5.2％となっ

ていた。

また、市街化区域外農業相続人のうち農業収入が500万円を超える者は3

5人、1000万円を超える者は20人おり、市街化区域外農業相続人142人に占

める割合はそれぞれ24.6％、14.0％となっていた一方で、市街化区域内農

業相続人のうち農業収入が500万円を超える者は35人、そのうち1000万円を

超える者は13人おり、市街化区域内農業相続人436人に占める割合はそれぞ
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れ8.0％、2.9％となっていた。

このように、農業相続人の農業経営の状況についてみると、市街化区域外

農業相続人は、市街化区域内農業相続人に比べて、相続により取得した特例

農地等の面積がより大きい者の割合が高く、また、農業収入がより多い者の

割合が高い状況が見受けられた。

ｄ 農地等の相続税の納税猶予の期間

農業経営を継続している農業相続人に猶予されている相続税が納税免除に至

るまでの期間（以下「免除期間」という。）は、図表28のとおりとなっている。

すなわち、市街化区域内農地等は特例農地等を取得した相続に係る相続税の申

告書の提出期限の翌日から農業経営を20年継続した場合等に、また、市街化区

域外農地等や都市営農農地等は終身にわたり農業経営を継続した場合等に、そ

れぞれ猶予されている相続税が原則として免除されることとなっている。なお、

特例農地等のうちに都市営農農地等が含まれる農業相続人については、全ての

特例農地等につき終身にわたり農業経営を継続した場合等に、猶予されている

相続税が免除されることとなっている。

図表28 都市計画区分別・地理的区分別の免除期間

地理的区分 三大都市圏特定市 三大都市圏特定市以外
都市計画区分

生産緑地 適用対象外
地区外 20年

市街化区域内 [市街化区域内農地等]
生産緑地 終身
地区内 [都市営農農地等]

市街化区域外 終身
[市街化区域外農地等]

（注）特例農地等のうちに都市営農農地等が含まれる農業相続人は、全ての特例農地等につき免除期

間が終身となるなど必ずしも図表の記載に当てはまらない場合がある。

制度創設当初、免除期間は、市街化区域の内外を問わず、「終身」に相当す

る期間として、申告書の提出期限の翌日から20年となっていたが、「土地税制

のあり方についての基本答申」（平成2年10月税制調査会の答申）によると、

「農業相続人の農業の継続を前提としたこの特例の趣旨を考慮すれば、20年営

農すれば多額の相続税の納税が免除される制度は、本制度のあり方から問題が

あり、農業以外の事業者との間で大きな不公平となっている」とされている。
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そして、平成3年度税制改正において、土地税制の総合的な見直しの一環として、

農地等の相続税の納税猶予の対象を三大都市圏特定市の市街化区域内の農地等

については生産緑地地区内の農地等に限定した上で、その免除期間を原則とし

て終身に見直した。また、市街化区域外農地等の免除期間については、平成21

年度税制改正において、農地法の目的が「農地を効率的に利用する耕作者によ

る」「農地についての権利の取得を促進」することに改正されたことに対応し

て、特定貸付特例が創設された際に、原則として終身に見直すなどした。この

結果、都市営農農地等及び市街化区域外農地等では、農業経営を20年継続して

も、特例農地等を譲渡等する場合には、原則として相続税を納付しなければな

らないこととなった。しかし、市街化区域内農地等については、現在に至るま

で、特段の見直しが行われておらず、農業経営を20年継続すれば、農地等の価

格のうち恒久的に耕作等の用に供されるべき土地として、通常、取引が成立す

る価格として算定された農業投資価格による価格を超える部分に対応する猶予

されていた相続税が免除されることとなっている。

そこで、市街化区域内農地等のみ免除期間が20年であることを踏まえて、農

業相続人683人のうち市街化区域内農地等のみを相続した195人の相続開始時に

おける年齢分布をみたところ、図表29のとおり、50代以下が過半を占めていた。

この195人について、厚生労働省が発表している平成24年簡易生命表に農業相
(注15)

続人の年齢と性別を当てはめることにより、平均余命を機械的に試算したとこ

ろ、平均余命が20年10か月を上回る年齢の者が138人（70.7％）、そのうち30年

を上回る年齢の者が56人（28.7％）となっていた。市街化区域外農地等や都市

営農農地等は終身にわたり農業経営を継続した場合等に、それぞれ納税猶予さ

れている相続税が免除されることとなっている一方で、これらの者は、農業経

営を20年継続すれば、猶予されていた相続税が免除され、相続税を納付するこ

となく特例農地等の譲渡等が可能となることが見込まれる状況となっていた。

（注15） 平成24年簡易生命表 平成24年1年間の死亡状況が今後変化しないと仮
定して、各年齢の者が平均してあと何年生きられるかという期待値
等を平均余命等の指標によって表したもの
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図表29 市街化区域内農地等のみを相続した農業相続人の相続開始時における
年齢分布

（注）男女を合算して集計している。

なお、(ｱ)ａのとおり、免除期間の経過前に特例農地等を譲渡等した場合、農

地等の相続税の納税猶予が打ち切られ、原則として、猶予されている相続税を

利子税と併せて納付することとなっている。そして、農業相続人683人のうち6

人が、相続税の申告書の提出期限から1年程度から3年程度までの期間において

計1.1haの特例農地等を譲渡するなどしており、これに伴い、猶予されていた相

続税額計3769万余円及び利子税額計84万余円を納付していた。

(ｳ) 関係省庁における検証状況等

関係省庁である農林水産省は、21年度税制改正要望において、農地制度の見直

しに即した税制面からの支援措置は、農地の確保とその最大限の有効利用を図る

とともに、担い手への利用集積を一層促進するために必要不可欠であるとしてい

た。そして、25年度税制改正要望においては農業相続人自らが農業の用に供する

ことが困難な状態となった場合において特例農地等の貸付けを行うことができる

場合の一部の要件を追加することなどについて、26年度税制改正要望においては

三大都市圏特定市において特例農地等が公共収用等のために譲渡される場合につ

いて、29年度税制改正要望においては都市農業振興上の位置付けが与えられた市

街化区域内農地について意欲ある都市農業者等に貸し付けた場合について、それ

ぞれの効果等の検証を行ったとしている。検証に際して、農林水産省は、減収見

込額や営農困難時貸付けの適用件数や面積等を把握していた。
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(ｲ)のとおり、会計検査院において適用状況をみたところ、特例農地等の種類別

の適用状況をみると、都市営農農地等に係る納税猶予税額が最も多額に上ってい

た。また、農業相続人の経営の状況についてみると、農業所得が赤字となってい

る者が相当数を占めており、農業所得以外の所得を経営の基盤として農業経営を

継続している農業相続人が相当数を占めると思料される状況や、市街化区域外農

業相続人は、市街化区域内農業相続人に比べて、相続により取得した特例農地等

の面積がより大きい者の割合が高く、また、農業収入がより多い者の割合が高い

状況も見受けられた。また、市街化区域内農地等以外の免除期間は終身に見直さ

れている中、市街化区域内農地等のみを相続した農業相続人について、農業経営

を20年継続すれば相続税を納付することなく特例農地等の譲渡等が可能となるこ

とが見込まれる年齢の者が相当数を占めているなど、検証の際に留意すべき点も

見受けられた。

そして、農地等の相続税の納税猶予はその創設から40年を超えているが、税制

改正要望においては、制度の一部分に係る要望のみが行われていることから、検

証が部分的なものにとどまっており、また、政策評価については、実施が義務付

けられてないことから実施しておらず、両検証とも制度全体については行われて

いなかった。この点について、農林水産省は、今後、(ｲ)のような状況も踏まえて、

特別措置の適用実績の把握に努めるとともに、税制改正要望の際等にはその検証

を一層充実させ、政策の実効性を高める取組を続けていくとしている。

また、国土交通省は、生産緑地の面積要件を緩和することなどについて29年度

税制改正要望を行っていたが、農地等の相続税の納税猶予に関しては、農林水産

省と共管の立場であるため、適用状況等について特段把握しておらず、政策評価

については実施していなかった。

財務省は、税制改正要望の際に検証を行っており、また、「農地の確保」とい

う政策目的には変更はないとしていたが、上記のような状況も踏まえて、引き続

き実態を把握し適切な見直しに努めるとしている。

ウ 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除、非上場株式等についての相

続税の納税猶予及び免除

（措置法第70条の7関係（図表8の17番参照）、平成28年度減収見込額100億円）

（措置法第70条の7の2関係（図表8の18番参照）、平成28年度減収見込額120億円）
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(ｱ) 特別措置の趣旨及び概要

「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」（措置法第70条の7。以

下「非上場株式等の贈与税猶予」という。）及び「非上場株式等についての相続

税の納税猶予及び免除」（措置法第70条の7の2。以下「非上場株式等の相続税猶

予」という。また、以下、これらを合わせて「事業承継税制」という。）は、中

小企業における経営の承継に伴い、当該中小企業の株式等に係る贈与税及び相続

税の納付が見込まれることなどにより事業活動の継続に支障が生じていると経済

産業大臣（29年4月1日以降は都道府県知事。以下同じ。）が認定する企業の株式

等を有する後継者に対して贈与税及び相続税の納税を猶予等し、中小企業の事業

承継を円滑化することにより、中小企業の事業活動の継続を実現し、雇用の確保

や地域経済の活力維持につなげることなどを目的とする制度である。

「抜本的な税制改革に向けた基本的考え方」（平成19年11月税制調査会の答申。

以下「答申」という。）によれば、中小企業の事業を承継する際の税制は、課税

の公平性等の観点からも許容でき、経済活力の維持のために真に効果的な制度と

する必要があるとされている。相続税負担については、雇用確保や経済活力の維

持の観点から一層の配慮が必要であるとの意見があるが、他方、事業用資産を持

たない者との課税の公平性や親族間の相続による事業承継を支援することの必要

性の観点から、十分な吟味が必要であるとの指摘もあり、また、同族株式を遺産

として残す者は、平均的にみれば相続税の課税対象者の中でも富裕層に属してい

ることに留意する必要があるなどとされている。そして、答申を受け、「中小企

業における経営の承継の円滑化に関する法律」（平成20年法律第33号。以下「円

滑化法」という。）の成立を踏まえ、平成21年度税制改正において、事業の後継

者を対象とした事業承継税制が創設された。

円滑化法は、我が国の経済の基盤を形成している中小企業の事業承継を円滑化

することにより、中小企業の事業活動の継続に資することを目的として制定され

た。そして、円滑化法及び「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

施行規則」（平成21年経済産業省令第22号）により、中小企業者における経営の

承継に伴い、後継者が当該中小企業者の事業の実施に不可欠な資産を取得するた

めに多額の費用を要することなどを理由に事業活動の継続に支障が生じているも

のを経済産業大臣が認定するとともに、後継者が経営を継続しているかを経営の
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承継後も同大臣が確認する事業承継税制の前提となる仕組みが整備された。

非上場株式等の贈与税猶予は、上記経済産業大臣の認定を受けた会社（以下

「贈与承継会社」という。）の代表者の後継者である受贈者（以下「経営承継受

贈者」という。）が、贈与により先代経営者である贈与者から、その贈与者が保

有する非上場会社の株式又は出資（以下「非上場株式等」という。）の全部又は

一定以上を取得してその会社を経営する場合に、その経営承継受贈者が納付すべ

き贈与税のうち、発行済株式等（議決権に制限のない株式等に限る。以下同

じ。）の総数等の3分の2に達する部分までの非上場株式等の価額に対応する贈与

税の納税を猶予し、その後、非上場株式等の贈与者が死亡するなどしたときには、

猶予されている贈与税を免除するものである。

また、非上場株式等の相続税猶予は、非上場株式等の贈与税猶予と同様に前記

経済産業大臣の認定を受けた会社（以下「承継会社」という。）の代表者の後継

者である相続人（以下「経営承継相続人」という。）が、相続により、非上場株

式等を被相続人から取得し、その会社を経営する場合に、その経営承継相続人が

納付すべき相続税のうち、発行済株式等の総数等の3分の2に達する部分までの非

上場株式等の価額の80％に対応する相続税の納税を猶予し、その後、経営承継相

続人が死亡するなどしたときには、猶予されている相続税を免除するものである。

なお、取得した非上場株式等について譲渡等した場合や従業員の雇用の確保に

ついて一定の割合を維持できなかった場合等に納税の猶予は打切りとなる。

贈与承継会社及び承継会社としての認定について、経済産業大臣は、会社が円

滑化法に規定する中小企業者に該当し、原則として後述する資産保有型会社及び

資産運用型会社に該当しないこと、当該中小企業者の非上場株式等を贈与又は相

続により取得した代表者及び当該代表者に係る同族関係者が有する議決権の数の

総株主等議決権数に対する割合（以下「同族関係者割合」という。）が50％を超

えていること、かつ、当該代表者が有する非上場株式等に係る議決権の数がいず

れの同族関係者が有する非上場株式等に係る議決権の数も下回らないことなどの

要件を満たしているときに認定することとなっている。

そして、事業承継税制の対象となる中小企業者は、円滑化法及び「中小企業に

おける経営の承継の円滑化に関する法律施行令」（平成20年政令第245号。以下

「円滑化法施行令」という。）に基づき、図表30のとおり、資本金の額又は常時
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使用する従業員の数の少なくともいずれかが業種別に定められた一定の金額又は

人数以下である者とされている。

図表30 事業承継税制の対象となる中小企業者

（注）円滑化法第2条第5号により、網掛け部分が円滑化法施行令で別に定められている。

20年10月から27年12月までの間に経済産業大臣の認定を受けた贈与承継会社及

び承継会社は、626件及び981件、計1,607件（うち27年分は273件及び242件、計5

15件）である。そして、国税庁の集計によれば、非上場株式等の贈与税猶予の適

用件数は、22年分から27年分までで603件（納税猶予税額539億余円）、非上場株

式等の相続税猶予の適用件数は、20年分から27年分までで864件（同508億余円）、

計1,467件（同1047億余円、うち27年分は270件（同265億余円）及び224件（同14

8億余円）、計494件（同413億余円））となっていて、平成25年度税制改正により、

従業員の雇用の確保要件が贈与税又は相続税の申告期限後5年間にわたり毎年8割

を維持することから5年間平均で8割を維持することに緩和されたことなどにより、

図表31のとおり、27年に適用件数及び納税猶予税額ともに増加している。また、

財務省が試算した非上場株式等の贈与税猶予及び非上場株式等の相続税猶予の減

収見込額は、25年度はそれぞれ60億円及び50億円となっていたが、28年度は100億

円及び120億円となっており、それぞれ1.6倍及び2.4倍に増加している。

資本金 従業員数 資本金 従業員数

製造業その他 3億円以下 300人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

小売業 50人以下
ソフトウェア・情報
処理サービス業

3億円以下 300人以下

サービス業 100人以下 旅館業 5000万円以下 200人以下

5000万円以下

円滑化法上の中小企業者の定義
円滑化法施行令で定める業種並びにその業種ごとの
資本金の額及び従業員の数（注）

ゴム製品製造業（自
動車又は航空機用タ
イヤ及びチューブ製
造業並びに工業用ベ
ルト製造業を除
く。）

3億円以下 900人以下

又は 又は

900人以下

300人以下

200人以下

3億円以下
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図表31 事業承継税制の適用件数及び納税猶予税額

（注）非上場株式等の贈与税猶予は平成21年4月以降の贈与から適用があるが、国税庁統計年報

には、21年分の非上場株式等の贈与税猶予に係る欄の記載がないため、適用件数及び納税

猶予税額は不明である。

(ｲ) 会計実地検査等で提出を受けた申告書等から把握した適用状況

事業承継を取り巻く状況については、少子高齢化社会の到来等を背景に中小企

業の経営者の高齢化が進展する中、中小企業白書では、事業承継が困難であるこ

とを理由とした廃業が毎年約7万社に上るとともに、それにより失われる雇用が毎

年20万から35万人と推計している（2006年版）。また、親族に事業を引き継ぐ際

には、中規模企業の72.7％及び小規模事業者の64.8％が「問題になりそうなこと

がある」と考えており、このうち、それぞれ41.2％及び29.8％が相続税や贈与税

の負担を具体的な問題として挙げている（2013年版）。このような状況を踏まえ

て、地域経済の活力を維持し、雇用を確保する観点から、事業承継税制について

数次にわたり見直しが行われている。

そこで、実際にどのような企業が事業承継税制の対象となっているかに着眼し

て、前記73税務署等のうち事業承継税制を適用した申告のあった67税務署におい
(注16)

て、20年分から27年分までに事業承継税制を適用している経営承継受贈者153人

（贈与承継会社153件、納税猶予税額242億2534万余円）及び経営承継相続人226人

（承継会社237件、納税猶予税額275億4342万余円）、計379人（納税猶予税額計5
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17億6876万余円）の贈与税の申告書等及び相続税の申告書等を対象として検査し

た。

（注16） 67税務署 札幌西、室蘭、青森、弘前、盛岡、仙台北、水戸、高崎、
熊谷、川口、西川口、浦和、新潟、千葉南、市川、麹町、神田、日
本橋、芝、麻布、品川、四谷、新宿、小石川、江東西、目黒、蒲田、
世田谷、北沢、中野、荻窪、王子、江戸川南、武蔵野、東村山、緑、
川崎北、鎌倉、藤沢、高岡、金沢、小松、岐阜南、大垣、静岡、沼
津、名古屋西、小牧、右京、大阪福島、堺、岸和田、東大阪、西宮、
加古川、奈良、広島南、福山、高松、坂出、博多、福岡、西福岡、
宮崎、鹿児島、北那覇、沖縄各税務署

ａ 納税猶予税額の階層区分及び業種からみた適用状況

経営承継受贈者153人の贈与税の申告書等及び経営承継相続人226人の相続税

の申告書等により、納税猶予税額の階層区分別に適用状況をみたところ、図表

32のとおり、納税猶予税額が1億円未満の経営承継受贈者は113人及び経営承継

相続人は175人であり、納税猶予税額は計38億3552万余円及び計39億4198万余円

となっていた。一方、納税猶予税額が1億円以上の経営承継受贈者は40人及び経

営承継相続人は51人であり、納税猶予税額は計203億8981万余円及び計236億01

43万余円となっていた。
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図表32 納税猶予税額の階層区分別にみた適用状況

贈与税

（単位：千円、人、件）

納税猶予税額の階層区分 納税猶予税額 経営承継受贈者 贈与承継会社

1000万円未満 53,884 10 10

1000万円以上5000万円未満 2,092,341 79 79

5000万円以上1億円未満 1,689,302 24 24

1億円未満 小計 3,835,527 113 113

1億円以上5億円未満 5,508,364 27 27

5億円以上10億円未満 6,163,555 9 9

10億円以上 8,717,895 4 4

1億円以上 小計 20,389,815 40 40

計 24,225,343 153 153

相続税

（単位：千円、人、件）

納税猶予税額の階層区分 納税猶予税額 経営承継相続人 承継会社

1000万円未満 395,875 82 87

1000万円以上5000万円未満 1,819,702 69 72

5000万円以上1億円未満 1,726,403 24 24

1億円未満 小計 3,941,981 175 183

1億円以上5億円未満 9,993,666 42 45

5億円以上10億円未満 2,967,927 4 4

10億円以上 10,639,845 5 5

1億円以上 小計 23,601,438 51 54

計 27,543,420 226 237

また、贈与承継会社及び承継会社の業種別に適用状況をみたところ、図表33

のとおり、いずれも「製造業その他」が最も多く、贈与承継会社82件（納税猶

予税額155億8416万余円）、承継会社128件（同136億4981万余円）の計210件

（同292億3397万余円）となっていた。
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図表33 業種別にみた適用状況

贈与税

（単位：千円、件）

業種 納税猶予税額 贈与承継会社

製造業その他 15,584,162 82

ゴム製品製造業 154,603 1

卸売業 3,237,552 31

小売業 2,351,536 15

サービス業 1,841,165 22

ソフトウェア・情報処理サービス業 32,787 1

旅館業 1,023,535 1

計 24,225,343 153

相続税

（単位：千円、件）

業種 納税猶予税額 承継会社

製造業その他 13,649,811 128

卸売業 9,297,777 55

小売業 494,983 21

サービス業 3,945,399 29

ソフトウェア・情報処理サービス業 1,958 1

旅館業 153,489 3

計 27,543,420 237

ｂ 資本金の額等及び課税所得金額からみた適用状況

(a) 資本金の額等からみた適用状況

会社の貸借対照表の純資産の部の株主資本に係る項目は、資本金、資本剰

余金（資本準備金及びその他資本剰余金）、利益剰余金（利益準備金及びそ

の他利益剰余金）等で構成されている。会社法（平成17年法律第86号）等に

よれば、資本金の額の減少、合併契約等の会社の基礎に変動を生ずる事項、

資本剰余金及び利益剰余金の処分等の株主の利益に関する事項等は、株主総

会の決議事項となっている。このうち、利益剰余金の額を減少させて資本金

の額を増加させることなどは、原則として出席株主の議決権の過半数をもっ

て行う決議によることとされている。また、資本金の額を減少させて資本準

備金の額としたり、資本準備金としない額を、欠損がない場合にはその他資
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本剰余金の額としたりすること、合併契約に基づき、増加した株主資本等の

額の範囲内で、資本金の額や資本剰余金の額を増加させることなどは、出席

株主の議決権の3分の2以上をもって行う特別決議によることとされている。

(ｱ)のとおり、事業承継税制の対象となる贈与承継会社及び承継会社として

の認定を受けるに当たっては、同族関係者割合が50％を超えていることが要

件の一つとされているが、同族関係者割合が3分の2以上である場合には、代

表者及び同族関係者の同意があれば、上記の特別決議により、資本剰余金の

額を増加させることなどが制度上可能な状況となっている。

一方、事業承継税制の対象となる中小企業者は、資本金の額が業種別に定

められた一定の金額以下であることなどが要件となっている。

そこで、贈与承継会社153件及び承継会社237件について、貸借対照表に記

載されている資本金の額及び資本剰余金の額に着眼して分析を行ったところ、

贈与承継会社36件及び承継会社38件、計74件が資本剰余金を計上しており、

このうち、資本金の額に対する資本剰余金の額の割合が1.53倍を超えている
(注17)

ものが、図表34のとおり、贈与承継会社13件（納税猶予税額64億0907万余

円）及び承継会社5件（同72億5431万余円）、計18件（同136億6338万余円）

見受けられた。そして、計上されていた資本剰余金の額についてみると、贈

与承継会社13件においては3093万余円から111億7502万余円まで、承継会社5

件においては9200万円から18億1638万余円までとそれぞれ多額となっており、

資本金の額に対して最大で約885倍の資本剰余金の額が計上されているものも

見受けられた（図表34のｄ社）。

（注17） 1.53倍 平成20年度から27年度までの「中小企業実態基本調査報告
書」（中小企業庁）による、中小企業者全体の資本金階級別の資本
金の平均額に対する資本剰余金の平均額の割合の最大値（27年度の
資本金5000万円超1億円以下の資本金階級）

なお、上記18件（贈与承継会社13件及び承継会社5件）の贈与又は相続開始

の時における同族関係者割合についてみると、18件のうち17件は3分の2以上

（66.7％から100.0％）となっていた。
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図表34 資本金の額等からみた適用状況

贈与承継会社

（単位：千円、人）

会社 資本金① 資本剰余金② ②/① 資本準備金 従業員数 納税猶予税額 同族関係者割合

ａ 88,000 4,917,894 55.88 2,617,894 8 1,150,775 100.0％

ｂ 100,000 6,542,149 65.42 25,000 1,833 1,023,535 100.0％

ｃ 100,000 185,626 1.85 5,626 8 783,893 100.0％

ｄ 3,000 2,657,863 885.95 2,657,863 5 682,765 100.0％

ｅ 380,000 1,275,325 3.35 209,640 163 542,623 83.0％

ｆ 50,000 10,591,831 211.83 10,591,831 34 529,550 100.0％

ｇ 61,500 11,175,022 181.70 15,000 1 416,071 66.5％

ｈ 50,000 5,446,746 108.93 5,446,746 6 368,291 94.6％

ｉ 50,000 574,546 11.49 215,200 473 355,723 91.2％

ｊ 10,000 311,381 31.13 - 7 246,526 73.7％

ｋ 50,000 713,881 14.27 713,881 1,528 204,073 81.7％

ｌ 12,800 30,933 2.41 - 16 85,292 100.0％

ｍ 50,000 447,999 8.95 199,999 85 19,952 100.0％

計 13件 6,409,073

承継会社

（単位：千円、人）

会社 資本金① 資本剰余金② ②/① 資本準備金 従業員数 納税猶予税額 同族関係者割合

ｎ 50,000 1,816,382 36.32 1,747,382 220 3,537,317 82.9％

ｏ 84,000 1,285,501 15.30 1,285,501 451 3,069,664 72.6％

ｐ 120,000 438,378 3.65 438,378 199 279,262 90.3％

ｑ 10,000 133,452 13.34 133,452 26 268,051 66.7％

ｒ 45,000 92,000 2.04 92,000 36 100,019 100.0％

計 5件 7,254,314

（注）資本金の額等は、贈与又は相続開始の日の直前の事業年度の貸借対照表から記載している。

資本金の額に対して資本剰余金の額が多額に計上されていた会社が非上場

株式等の贈与税猶予の対象となっていたものについて、事例を示すと次のと

おりである。

＜事例3＞ 資本金の額に対して資本剰余金の額が多額に計上されていた会社が非上場株式等の贈
与税猶予の対象となっていたもの

ｂ株式会社の経営承継受贈者Ｄは、先代経営者である贈与者Ｅからｂ株式会社に係る非上

場株式等183,750株（1株当たり11,171円）、20億5267万余円を贈与により取得している。そ

して、非上場株式等の贈与税猶予を適用するに当たっては、認定申請基準日において、従業

員数は1,833人と中小企業として分類される基準を超えていたが、資本金の額が5000万円であ
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ったことから、これをもとにｂ株式会社について経済産業大臣の認定を受け、贈与税の申告

書において、納付すべき税額10億2353万余円から納税猶予税額10億2353万余円を差し引き、

申告期限までに納付すべき税額はないとしていた。

ｂ株式会社の資本金の額等についてみると、認定申請基準日の属する事業年度の前々事業

年度（贈与日の属する年度の前事業年度）の貸借対照表によると、資本金の額は1億円となっ

ており、従業員数とともに、円滑化法で定める中小企業者に分類される基準を超えていた。

また、資本剰余金の額は資本金の額に対して約65倍の65億4214万余円となっていた。そし

て、ｂ株式会社は、贈与日の前に減資を行い、資本金の額を5000万円として、円滑化法で定

める中小企業者の要件を満たしていた。

なお、減資を行った時点において、ｂ株式会社に繰越欠損金はなく、また、同族関係者割

合は100.0％となっていた。

(b) 課税所得金額からみた適用状況

財務省が29年1月の税制調査会に提出した資料によれば、資本金が1億円を

超える大企業の利益計上法人の10年間の平均課税所得は15億円であり、「租

税特別措置の適用実態調査」（26年度）によれば、資本金1億円以下の中小企

業のうち、課税所得が10億円を超える企業の数は、26年度に特別措置を適用

した中小企業（756,009法人）の約0.1％とされている。

そして、法人税関係の中小企業者向けの各特別措置については、会計検査

院が22年10月に会計検査院法第36条の規定に基づき財務大臣及び経済産業大

臣に対して表示した意見（平成21年度決算検査報告「租税特別措置の趣旨に

照らして有効かつ公平に機能しているかの検証を踏まえ、中小企業者に適用

される租税特別措置の適用範囲について検討するなどの措置を講ずるよう意

見を表示したもの」参照）やその後の税制調査会等の議論を受けて、平成29

年度税制改正において、財務基盤の弱い中小企業者を支援するという本来の

趣旨を踏まえ、前3事業年度の平均課税所得金額が年15億円を超える事業年度

の適用を停止する措置が講じられている。

これらを踏まえ、贈与承継会社153件及び承継会社237件について、課税所

得金額をみたところ、課税所得金額が10億円を超えているものが、贈与承継

会社3件及び承継会社3件、計6件、また、前3事業年度の平均課税所得金額が

年15億円を超えているものが、図表35のとおり、贈与承継会社1件（納税猶予

税額53億2251万余円）及び承継会社4件（同55億7481万余円）計5件（同108億

9733万余円）、それぞれ見受けられた。
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図表35 前3事業年度の平均課税所得金額が年15億円を超えているもの

贈与承継会社

（単位：千円、人）

会社 平均課税所得金額 資本金 従業員数 納税猶予税額

ｓ 2,800,788 260,000 5,175 5,322,516

承継会社

（単位：千円、人）

会社 平均課税所得金額 資本金 従業員数 納税猶予税額

ｏ 1,914,573 84,000 451 3,069,664

ｔ 2,353,953 55,000 471 1,731,654

ｕ 1,659,312 80,000 442 466,507

ｖ 1,730,709 89,600 1,039 306,991

計 4件 5,574,817

ｃ 資産保有型会社等に対する適用状況

(ｱ)のとおり、贈与承継会社及び承継会社としての認定を受けるに当たっては、

原則として資産保有型会社及び資産運用型会社に該当しないことが要件となっ

ている。このような要件が定められているのは、事業実態がなく単に資産を管

理している会社を認定の対象外とし、事業承継税制の利用により個人資産の承

継を主眼とした租税回避行為を防止するためである。このため、①特別子会社
(注18)

の株式等以外の有価証券、②不動産のうち現に自ら使用していないもの、③ゴ

ルフ場その他の施設の利用に関する権利、絵画、彫刻、貴金属、宝石等のうち

事業の用に供することを目的としないで有するもの、④現金、預貯金その他こ

れらに類する資産、⑤経営承継受贈者及び経営承継相続人並びに当該同族関係

者等に対する貸付金等（以下、これらを合わせて「特定資産」という。）の帳

簿価額の合計額が資産の帳簿価額の総額に占める割合（以下「特定資産割合」

という。）が70％以上の会社が資産保有型会社に、特定資産の運用収入の合計

額が総収入金額に占める割合（以下「特定収入割合」という。）が75％以上の

会社が資産運用型会社に該当するとされている。

（注18） 特別子会社 会社並びにその代表者及び当該代表者に係る同族関係者
が他の会社の総株主等議決権数の50％を超える議決権の数を有する
場合における当該他の会社

一方、事業承継税制の適用に当たっては、資産保有型会社及び資産運用型会
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社であっても、常時使用する従業員（経営承継受贈者及び経営承継相続人並び

にこれらの者と生計を一にする親族を除く。）の数が5人以上であることなどの

要件を満たす場合には、事業実態がある資産保有型会社及び資産運用型会社と

して事業承継税制の対象とされることとなっている。

そして、上記の要件を満たすことにより事業実態がある資産保有型会社及び

資産運用型会社とされる会社の中には、中小企業者であるにもかかわらず多額

の上場株式等を保有しているものもあり、こうした会社の株式等についてまで

事業承継税制の適用を認めることは、上場株式等について事業承継税制の利用

を認めることと実態として変わらないことにもなりかねないことや、上場株式

等を大量に保有している会社であれば、そもそも事業承継に当たって納税資金

の調達が困難な中小企業とはいえず、円滑化法の立法趣旨に照らせば、そうし

た会社は上場株式等を市場で売却することにより納税を行うことが望ましいと

されている。このような点を踏まえ、平成25年度税制改正において、上記の要

件を満たすことにより事業実態がある資産保有型会社及び資産運用型会社とさ

れる会社が上場株式等を1銘柄につき発行済株式等の総数等の3％以上を保有す

る場合等は、納税猶予税額の計算上、当該銘柄に係る上場株式等相当額につい

ては除外して計算することとする改正が行われている。

そこで、贈与承継会社153件及び承継会社237件について、経済産業大臣の認

定に係る申請書により特定資産割合及び特定収入割合の状況をみると、図表36

のとおり、贈与承継会社24件（納税猶予税額57億8937万余円）及び承継会社42

件（同95億8213万余円）、計66件（同153億7150万余円）については、特定資産

割合が70％以上となっており、贈与承継会社3件（同24億5079万余円）及び承継

会社9件（同13億5221万余円）、計12件（同38億0300万余円）については、特定

収入割合が75％以上となっていた。これらの会社は、資産保有型会社又は資産

運用型会社に該当するものとして事業承継税制の対象とはならないものである

が、前記の要件を満たすことから、事業実態がある資産保有型会社及び資産運

用型会社として、事業実態に係る資産のみではなく、贈与承継会社及び承継会

社の特定資産も含めた全ての資産の価額を対象として納税猶予税額を計算し、

事業承継税制が適用されていた。また、従業員数別の状況をみると、従業員数

10人以下で、特定資産割合が70％以上のものは、贈与承継会社10件及び承継会
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社17件、計27件、特定収入割合が75％以上のものは、贈与承継会社3件及び承継

会社5件、計8件あった。これらの会社の中には、特定資産割合や特定収入割合

が90％を超えているものも見受けられた（要件を満たすことにより事業実態が

ある資産保有型会社及び資産運用型会社とされた贈与承継会社及び承継会社ご

との特定資産及び特定収入の状況については別表4参照）。

図表36 従業員数の階層区分別にみた特定資産割合及び特定収入割合の状況

贈与承継会社

（単位：件）

従業員数の 特定資産割合 特定収入割合

階層区分 70％以上 70％未満 75％以上 75％未満

5人以上 10人以下 10 15 3 22

10人超 20人以下 8 28 - 36

20人超 50人以下 4 33 - 37

50人超100人以下 2 24 - 26

100人超200人以下 - 11 - 11

200人超300人以下 - 3 - 3

300人超900人以下 - 8 - 8

900人超 - 4 - 4

記載なし - 3 - 3

計 24 129 3 150

承継会社

（単位：件）

従業員数の 特定資産割合 特定収入割合

階層区分 70％以上 70％未満 75％以上 75％未満

5人以上 10人以下 17 41 5 53

10人超 20人以下 6 40 2 44

20人超 50人以下 12 54 2 64

50人超100人以下 3 22 - 25

100人超200人以下 3 19 - 22

200人超300人以下 1 5 - 6

300人超900人以下 - 8 - 8

900人超 - 1 - 1

記載なし - 5 - 5

計 42 195 9 228

上記について、事例を示すと次のとおりである。
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＜事例4＞ 特定資産割合及び特定収入割合が基準を超えていたものの、要件を満たすことにより
事業実態がある資産保有型会社及び資産運用型会社として非上場株式等の贈与税猶予
の対象となっていたもの

不動産賃貸業を営む株式会社ａの経営承継受贈者Ｆは、先代経営者である贈与者Ｇから株

式会社ａに係る非上場株式等56,735株（1株当たり60,997円）、34億6066万余円を平成23年10

月26日に贈与により取得している。そして、非上場株式等の贈与税猶予を適用するに当たっ

ては、中小企業者に分類される製造業その他の資本金の額の基準が3億円以下又は従業員数の

基準が300人以下となっており、認定申請基準日である23年10月26日時点の資本金の額8800万

円及び従業員数8人をもとに経済産業大臣の認定を受け、23年分の贈与税の申告書において、

納付すべき税額17億2915万余円から納税猶予税額11億5077万余円を差し引き、申告期限まで

に納付すべき税額は5億7837万余円としていた。

そして、経済産業大臣の認定に係る申請書によると、株式会社ａは、特定資産として上場

会社の株式28億4336万余円等計51億5591万余円、特定資産の運用収入として当該上場会社株

式の運用収入5600万円等計2億3311万余円を計上しており、特定資産割合は93.3％、特定収入

割合は85.0％となっていた。この割合は、いずれも資産保有型会社に該当する特定資産割合7

0％及び資産運用型会社に該当する特定収入割合75％を超えていたが、株式会社ａは、常時使

用する従業員（経営承継受贈者及びこれらの者と生計を一にする親族を除く。）の数が8人と

なっていて、5人以上であることなどの要件を満たすことにより、事業実態がある資産保有型

会社及び資産運用型会社として、非上場株式等の贈与税猶予の対象となっていた。

ｄ 多額の資本剰余金を有している会社、平均課税所得金額が高額な会社及び事

業実態がある資産保有型会社とされた会社の特定資産の状況

図表34及び図表35に掲げる多額の資本剰余金を有していたり、平均課税所得

金額が高額となっていたりする贈与承継会社14件及び承継会社8件並びに別表4

（特定資産の状況）に掲げる事業実態がある資産保有型会社とされた贈与承継

会社24件及び承継会社42件、延べ88件について、会社の資産総額及び特定資産

の状況をみると、有価証券、現金預貯金等の特定資産合計額が50億円以上とな

っているものは、図表37のとおり、贈与承継会社7件及び承継会社15件、計22件

となっており、特定資産合計額は、最大で贈与承継会社（図表37のｂ社）の38

6億4224万余円（納税猶予税額10億2353万余円）となっていた。また、多額の資

本剰余金を有している会社及び平均課税所得金額が高額な会社で、要件を満た

すことにより事業実態がある資産保有型会社とされていたのは、贈与承継会社

2件（図表37のｃ社及びａ社）及び承継会社1件（図表37のｎ社）、計3件となっ

ていた。
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図表37 特定資産合計額が50億円以上となっている会社の資産総額及び特定資産の状況

(注) 会社を表すアルファベットは図表34及び図表35、数字は別表4にそれぞれ対応している。

(ｳ) 関係省庁における検証状況等

関係省庁である経済産業省は、23年度に事後評価を実施していた。また、同省

は、25年度税制改正要望及び29年度税制改正要望の際に要望書及び事前評価書を

作成していた。28年度に同省が実施した事前評価によると、別表5のとおり、特別

措置等により達成しようとする目標については、相続税及び贈与税の負担により

事業活動の継続に支障が生ずる中小企業の円滑な事業承継を図ることによって、

事業承継に支障を来している中小企業経営者について、円滑な事業承継を実現し、

事業の継続及び発展を通じた雇用の確保や経済活性化を図ることとしている。ま

贈与承継会社

（単位：千円）
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別表4 納税猶予税額
有価証券

①
不動産

②

 ゴルフ会員権
 絵画等
        ③

現金預貯金
④

貸付金等
⑤

特定資産合計額
⑥=①+②+③+④+⑤

資産総額
⑦

 特定資産
 割合
   ⑥/⑦

ｂ - 1,023,535 7,348,530 86,458 - 9,451,973 21,755,283 38,642,245 152,794,982 25.2%

ｓ - 5,322,516 787,641 63,529 105,911 5,304,291 25,844,059 32,105,433 83,897,555 38.2%

ｃ 3 783,893 2,034,024 4,906,335 700 354,781 1,400,000 8,695,841 8,806,829 98.7%

- 5 516,131 1,101,915 6,073,942 39,690 1,056,687 - 8,272,235 9,405,992 87.9%

ｋ - 204,073 59,022 5,450,927 21,200 1,633,478 - 7,164,628 30,994,561 23.1%

- 7 140,547 277,354 5,083,876 33,074 1,240,042 6,133 6,640,481 7,074,441 93.8%

ａ 1 1,150,775 2,843,363 1,690,805 - 211,743 410,005 5,155,917 5,520,901 93.3%
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別表4 納税猶予税額
有価証券

①
不動産

②

 ゴルフ会員権
 絵画等
        ③

現金預貯金
④

貸付金等
⑤

特定資産合計額
⑥=①+②+③+④+⑤

資産総額
⑦

 特定資産
 割合
   ⑥/⑦

ｎ 21 3,537,317 9,057,762 1,737,759 91,944 38,393 10,806,669 21,732,528 25,158,252 86.3%

- 41 120,916 1,704,438 7,768,285 - 10,764,503 - 20,237,227 24,783,421 81.6%

- 7 250,436 973,286 11,402,350 56,597 1,689,464 1,640,000 15,761,697 16,503,495 95.5%

ｐ - 279,262 4,802,079 1,467,319 139,654 1,083,341 4,441,465 11,933,859 19,909,035 59.9%

- 30 451,155 1,960,649 5,917,893 137,948 3,084,071 200,000 11,300,562 12,758,719 88.5%

- 32 180,353 2,664,091 7,068,634 350,350 861,235 - 10,944,311 11,448,986 95.5%

- 3 445,206 3,837,342 328,220 63,003 6,332,301 146,247 10,707,115 11,431,892 93.6%

ｖ - 306,991 3,840,612 556,985 52,490 5,388,495 256,464 10,095,048 32,476,139 31.0%

- 1 761,156 5,217,664 1,109,540 9,192 3,663,798 - 10,000,196 11,982,992 83.4%

ｏ - 3,069,664 1,322,860 - 21,300 6,367,057 1,132,811 8,844,029 17,208,088 51.3%

ｔ - 1,731,654 3,905,907 79,895 54,432 4,497,939 - 8,538,175 30,428,542 28.0%

- 6 260,669 51,357 17,363 5,047,627 2,854,885 1,800 7,973,033 9,249,199 86.2%

- 29 510,430 285,114 1,187,505 - 3,993,751 2,223,728 7,690,100 7,954,954 96.6%

ｕ - 466,507 1,159,456 680,629 38,253 4,535,835 868,357 7,282,532 25,220,916 28.8%

- 5 279,095 77,109 5,742,326 - 234,547 238,887 6,292,870 7,194,323 87.4%



- 60 -

た、税収減を是認する効果について、利用者のうちの約7.9％が事業承継税制を利

用しなければ廃業を検討していたと回答しており、これを27年の利用件数に当て

はめると456件のうち36件程度になり、これは684億円の売上げと、1,140人の雇用

に相当すると考えられ、事業承継税制があったことにより喪失を免れた、直接の

効果であるなどとしていた。

しかし、(ｲ)のとおり、会計検査院において適用状況をみたところ、多額の資本

剰余金を有している会社等が事業承継税制の対象となっていたり、特定資産割合

が70％以上となっている会社等が要件を満たすことにより事業実態がある資産保

有型会社等として、特定資産を含めた全ての資産の価額が納税猶予税額の計算の

対象となっていたりしていて、事業承継税制の政策目的に照らして、必ずしも必

要最小限のものとなっていないと考えられる状況が見受けられた。この点につい

て、同省は、このような状況も踏まえて、事業承継税制における課題や円滑化法

の認定を受けようとする者の実態把握に努めるとともに、引き続き適用実態の把

握に努めるなどして指針等により検証を行い、国民に対する説明責任を果たして

いくとしている。

財務省は、事業承継税制が、中小企業における経営の承継に伴い、当該中小企

業の株式等に係る相続税及び贈与税を納付することが見込まれることなどにより

事業活動の継続に支障が生じていると経済産業大臣が認定する企業の株式等を有

する後継者に対して相続税及び贈与税を猶予する制度であることを踏まえ、税制

改正要望の際の要望書等において検証を行っていた。この点について、同省は、

これまでも、企業が保有する資産に着目した見直しを行ってきているところであ

るが、上記のような状況も踏まえて、引き続き実態を把握し適切な見直しに努め

るとしている。

このように、小規模宅地等の特例、農地等の相続税の納税猶予等及び事業承継税制

について、減収見込額が多額に上るなどしている一方で、会計検査院が会計実地検査

等で提出を受けた申告書等から把握した適用状況等を踏まえると、関係省庁において、

検証が指針等により必ずしも十分になされていないと考えられる状況となっていた。

4 所見

(1) 検査の状況の概要

経済社会の構造が大きく変化する中、持続的な経済成長を維持、促進するとともに、
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経済成長を阻害しない安定的な税収基盤を構築する観点から、税体系全体にわたる再

構築が進められている。相続税については、平成25年度税制改正により課税価格から

控除される基礎控除額が27年1月1日から引き下げられて、課税ベースが拡大し、以前

より広い層に対して課税されることになったことから、国民の関心もより高くなって

きている。

このようなことを踏まえて、会計検査院は、相続税関係特別措置の適用状況、関係

省庁及び財務省における相続税軽減措置に係る検証状況等、減収見込額が多額に上っ

ている相続税軽減措置の適用状況及び検証状況について検査したところ、次のような

状況となっていた。

ア 相続税関係特別措置の適用状況

27年4月1日現在で施行されている特別措置は、措置法第4章相続税法の特例に規定

されている条文数を基に集計すると35措置あり、このうち、税負担の軽減等を行う

特別措置は24措置となっている。そして、28年度の減収見込額が100億円以上のもの

は7措置となっていた。また、適用始期から29年4月1日までの期間が10年を超えるも

のは7措置あり、このうち適用期限の定めのないものは6措置となっていた。

イ 関係省庁及び財務省における相続税軽減措置に係る検証状況及び適用実績の把握

状況

上記の24措置について、11府省庁が自ら所管する政策と関係付けていることから

特定の行政目的の実現のための手段とされていると認められる特別措置を特定した

ところ、21措置となっており、これに対応する政策等の単位の件数は計45件（11府

省庁）となっていた。この45件を対象として、関係省庁における政策評価の実施状

況等についてみたところ、関係省庁において22年度から28年度までの間に政策評価

を実施した実績がない政策等は41件となっていた。また、適用始期から29年4月1日

までの期間が10年を超える政策等32件のうち31件については、政策評価を実施した

実績がなかった。

財務省は、要望内容の審査やヒアリングを行うなどして税制改正要望事項の検証

や査定をしており、また、税制改正要望のない場合においても、必要に応じて見直

しを行い、税制改正の提案をしていた。

特別措置に係る検証においては、適用実績を把握することとなっているが、22年

度から28年度までの間に関係省庁において両検証のいずれかが行われた実績のある
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18件（22件のうち過去の年分の適用実績が存在しない4件を除く。）の政策等のうち、

適用実績を把握等していなかった政策等は5件、適用実績を把握等していた政策等は

13件となっていた。そして、このうち、国税庁統計年報又は報道発表資料で公表さ

れている適用実績を活用していた政策等は4件となっていた。

このように、関係省庁において、政策評価を行っていなかったり、両検証を行う

に当たり適用実績を十分に把握等していなかったりしていて、検証が十分に行われ

ていないと考えられる相続税軽減措置が見受けられる状況となっている。

一方、国税庁は、前記24措置のうち22措置（相続税軽減措置21措置のうち20措

置）の適用実績を把握していた。そして、関係省庁が適用実績を把握等していた13

件の政策等のうち、国税庁統計年報又は報道発表資料で公表されている適用実績を

既に活用していた4件を除く9件についてみると、適用実績が国税庁統計年報で公表

されていた政策等は4件、公表されていないが国税庁が適用実績を把握していた政策

等は5件となっていた。したがって、国税庁が把握していた適用実績を関係省庁が活

用することとした場合には、当該9件について、効率的に適用実績を把握することが

可能となり、両検証においてより正確性の高いデータに基づく検証が可能と考えら

れる。

このように、関係省庁が適用実績を必ずしも容易に活用することのできない状況

となっていたが、租特透明化法に基づき、財務省により相続税軽減措置について国

税庁が把握している適用実績の提出等を求める調査が行われれば、関係省庁におい

て当該情報を活用することが可能となり、関係省庁の政策評価における客観的なデ

ータに基づく測定及び分析に資すると思料される。

ウ 減収見込額が多額に上っている相続税軽減措置の適用状況及び検証状況

28年度において減収見込額が多額に上っているなどの相続税軽減措置に関して、

会計実地検査等で提出を受けた申告書等から把握した適用状況等を踏まえて、当該

相続税軽減措置の検証が指針等により適切に行われているかなどについてみたとこ

ろ、次のような状況となっていた。

(ｱ) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

小規模宅地等の特例は、相続人にとって事業用又は居住用宅地等が生活の基盤

そのものであって、事業又は居住を継続していく上で欠くことのできない資産で

あることから、事業用又は居住用宅地等の相続税の課税価格を軽減することで相
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続人の事業又は居住の継続等に配慮することを目的として創設された制度である。

ａ 会計実地検査等で提出を受けた申告書等から把握した適用状況

相続による取得財産を譲渡して措置法第39条を適用していた2,907人のうち2

43人が小規模宅地等の特例を適用していた。そして、当該243人が譲渡した特定

宅地等273件を利用区分別にみると、貸付事業用宅地等が65％、特定居住用宅地

等が31％等となっていて、小規模宅地等の特例を適用して申告期限の翌日以後

3年以内に譲渡しているものは、貸付事業用宅地等が最も多い状況となっていた。

そして、上記の243人が譲渡した特定宅地等を含む土地等273件に係る課税価

格計165億7293万余円に対して、課税価格減少額の合計額は計63億7877万余円

（小規模宅地等の特例適用後の課税価格は計101億9415万余円）となっていた。

また、会計検査院において、小規模宅地等の特例を適用しなかった場合と比較

したときの相続税額の開差額を試算したところ、19億6300万余円となっていた。

さらに、上記の土地等273件について、申告期限（相続開始日の翌日から10か

月）の翌日から譲渡までの期間を確認したところ、相続人が相続税の申告期限

の翌日から1年以内に譲渡していたものが163件（課税価格減少額の合計は36億

4708万余円）見受けられ、このうち貸付事業用宅地等の譲渡は110件となってい

た。また、相続税の申告期限の翌日から1か月以内に譲渡していたものも22件

（課税価格減少額の合計は6億4627万余円）見受けられ、このうち貸付事業用宅

地等の譲渡は13件となっていた。

ｂ 関係省庁における検証状況等

経済産業省は、28年度に事後評価を実施していた。しかし、ａのとおり、会

計検査院において適用状況をみたところ、特に貸付事業用宅地等については、

相続人が短期間しか所有していないものが見受けられ、事業又は居住の継続へ

の配慮という小規模宅地等の特例の政策目的に沿ったものとなっていないと思

料される状況となっていた。同省は、このような状況も踏まえて、小規模宅地

等の特例の課題の把握に努めるとともに、引き続き適用実績の把握に努めるな

どして指針等により検証を行い、国民に対する説明責任を果たしていくとして

いる。

また、税制改正要望の際に行われる関係省庁及び財務省による検証は、関係

省庁から税制改正要望に係る要望書が提出されていないため、行われていなか
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ったが、財務省は、このような状況も踏まえて、引き続き実態を把握し適切な

見直しに努めるとしている。

(ｲ) 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等、相続税の納税猶予を適用して

いる場合の特定貸付特例及び特定貸付けを行った農地又は採草放牧地について

の相続税の課税の特例

農地等の相続税の納税猶予は、相続により承継された農地等が農地等として確

実に利用されることを確保するために創設された制度である。特定貸付特例は、

特定貸付けを行った場合には、農地等の相続税の納税猶予の適用を継続して受け

ることができるものである。

ａ 会計実地検査等で提出を受けた申告書等から把握した適用状況等

(a) 被相続人の所有していた農地等の相続の状況

被相続人の所有していた農地等に関して、農業相続人の相続の状況や農地

等の相続税の納税猶予の適用状況をみたところ、農業相続人が相続により取

得した農地等のうち、農地等の相続税の納税猶予の適用を受けていたのは72.

3％となっていた。

(b) 特例農地等の種類別の適用状況

農業相続人683人が相続により取得した特例農地等の種類別の適用状況をみ

たところ、市街化区域外農地等に対する適用面積が51.3％と過半を占めてい

たが、納税猶予税額のうち都市営農農地等及び市街化区域内農地等に係るも

のが、全体の96.3％となっていた。そして、特例農地等1㎡当たりの農業投資

価格と農業投資価格超過額の平均額を特例農地等の種類別にみると、都市営

農農地等では813円に対して84,447円と103.8倍となっていたのに対して、市

街化区域外農地等では528円に対して2,367円と4.4倍となっていた。なお、都

市農業振興基本法によると、都市農業は、多様な機能を果たしていることに

鑑み、都市における農地の有効な活用及び適正な保全が図られるよう、都市

農業の振興を積極的に行わなければならないとされている。

(c) 農業相続人の農業経営の状況等

農業相続人589人の所得を所得区分別に合算したところ、農業所得は赤字と

なっていた一方で、所得合計の大半を不動産所得と給与所得が占めていた。

そして、農業所得が赤字となっていた農業相続人316人のうち299人（農業相
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続人589人のうち50.7％）は、農業所得の赤字を不動産所得、給与所得等と損

益通算しており、農業所得以外の所得を経営の基盤として農業経営を継続し

ている農業相続人が相当数を占めると思料された。

また、市街化区域内の特例農地等については、特定貸付特例の適用の対象

外となっており、現行制度上、特例農地等の貸付けを行った場合には、農地

等の相続税の納税猶予が原則として打ち切られることとなっているが、基本

計画では、この状況について「ふさわしい担い手による活躍の機会が失われ

る」としている。そこで、市街化区域外農業相続人と市街化区域内農業相続

人の農業経営の状況に差異があるかに着眼して、農業相続人の農業経営の状

況についてみたところ、市街化区域外農業相続人は、市街化区域内農業相続

人に比べて、相続により取得した特例農地等の面積がより大きい者の割合が

高く、また、農業収入がより多い者の割合が高い状況が見受けられた。

(d) 農地等の相続税の納税猶予の期間

制度創設当初、免除期間は、市街化区域の内外を問わず、「終身」に相当

する期間として、申告書の提出期限の翌日から20年となっていたが、市街化

区域内農地等以外は20年から終身に見直された一方で、市街化区域内農地等

は見直しが行われておらず、農業経営を20年継続すれば、農業投資価格によ

る価格を超える部分に対応する猶予されていた相続税が免除されることとな

っている。

そこで、市街化区域内農地等のみを相続した農業相続人195人について、平

成24年簡易生命表に年齢と性別を当てはめることにより、平均余命を機械的

に試算したところ、平均余命が20年10か月を上回る年齢の者が138人（70.7

％）となっていた。市街化区域外農地等や都市営農農地等は終身にわたり農

業経営を継続した場合等に、それぞれ納税猶予されている相続税が免除され

ることとなっている一方で、これらの者は農業経営を20年継続すれば、猶予

されていた相続税が免除され、相続税を納付することなく特例農地等の譲渡

等が可能となることが見込まれる状況となっていた。

ｂ 関係省庁における検証状況等

農林水産省は、税制改正要望の際に、効果等の検証を行ったとしていた。ａ

のとおり、会計検査院において適用状況をみたところ、農業所得が赤字となっ
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ている農業相続人が相当数を占めており、農業所得以外の所得を経営の基盤と

して農業経営を継続している農業相続人が相当数を占めていると思料されるこ

と、市街化区域内農地等のみを相続した農業相続人について、農業経営を20年

継続すれば相続税を納付することなく特例農地等の譲渡等が可能となることが

見込まれる年齢の者が相当数を占めていることなど、検証の際に留意すべき点

も見受けられた。そして、農地等の相続税の納税猶予はその創設から40年を超

えているが、税制改正要望においては、制度の一部分に係る要望のみが行われ

ていることから、検証が部分的なものにとどまっており、また、政策評価につ

いては、実施が義務付けられていないことから実施しておらず、両検証とも制

度全体については行われていなかった。農林水産省は、今後、このような状況

も踏まえて、特別措置の適用実績の把握に努めるとともに、税制改正要望の際

等にはその検証を一層充実させ、政策の実効性を高める取組を続けていくとし

ている。また、国土交通省は、29年度税制改正要望を行っていたが、共管の立

場であるため、適用状況等について特段の把握をしておらず、政策評価につい

ては実施していなかった。

財務省は、税制改正要望の際に検証を行っており、また、「農地の確保」と

いう政策目的には変更はないとしていたが、このような状況も踏まえて、引き

続き実態を把握し適切な見直しに努めるとしている。

(ｳ) 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除、非上場株式等についての

相続税の納税猶予及び免除

事業承継税制は、中小企業における経営の承継に伴い、当該中小企業の株式等

に係る贈与税及び相続税の納付が見込まれることなどにより事業活動の継続に支

障が生じていると経済産業大臣が認定する企業の株式等を有する後継者に対して

贈与税及び相続税の納税を猶予等し、中小企業の事業承継を円滑化することによ

り、中小企業の事業活動の継続を実現し、雇用の確保や地域経済の活力維持につ

なげることなどを目的とする制度である。

ａ 会計実地検査等で提出を受けた申告書等から把握した適用状況

(a) 資本金の額等及び課税所得金額からみた適用状況

事業承継税制の対象となる贈与承継会社及び承継会社としての認定を受け

るに当たっては、同族関係者割合が50％を超えていることが要件の一つとさ
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れているが、同族関係者割合が3分の2以上である場合には、代表者及び同族

関係者の同意があれば、特別決議により、資本剰余金の額を増加させること

などが制度上可能な状況となっている。一方、事業承継税制の対象となる中

小企業者は、資本金の額が業種別に定められた一定の金額以下であることな

どが要件となっている。

贈与承継会社153件及び承継会社237件について、貸借対照表に記載されて

いる資本金の額及び資本剰余金の額に着眼して分析を行ったところ、資本金

の額に対する資本剰余金の額の割合が1.53倍を超えているものが、贈与承継

会社13件（納税猶予税額64億0907万余円）及び承継会社5件（同72億5431万余

円）、計18件（同136億6338万余円）見受けられた。そして、計上されていた

資本剰余金の額についてみると、贈与承継会社13件においては3093万余円か

ら111億7502万余円まで、承継会社5件においては9200万円から18億1638万余

円までとそれぞれ多額となっており、資本金の額に対して最大で約885倍の資

本剰余金の額が計上されているものも見受けられた。なお、上記18件の贈与

又は相続開始の時における同族関係者割合についてみると、18件のうち17件

は、3分の2以上（66.7％から100.0％）となっていた。

贈与承継会社153件及び承継会社237件について、課税所得金額をみたとこ

ろ、課税所得金額が10億円を超えているものが、贈与承継会社3件及び承継会

社3件、計6件、また、前3事業年度の平均課税所得金額が年15億円を超えてい

るものが、贈与承継会社1件(納税猶予税額53億2251万余円）及び承継会社4件

（同55億7481万余円）計5件（同108億9733万余円）、それぞれ見受けられた。

(b) 資産保有型会社等に対する適用状況

贈与承継会社及び承継会社としての認定を受けるに当たっては、事業実態

がなく単に資産を管理している会社を認定の対象外とするなどのために、原

則として資産保有型会社等に該当しないことが要件となっている一方、事業

承継税制の適用に当たっては、資産保有型会社等であっても、常時使用する

従業員の数が5人以上であることなどの要件を満たす場合には、事業実態のあ

る資産保有型会社等として事業承継税制の対象とされることとなっている。

そこで、贈与承継会社153件及び承継会社237件について、特定資産割合及

び特定収入割合の状況をみると、贈与承継会社24件（納税猶予税額57億8937
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万余円）及び承継会社42件（同95億8213万余円）、計66件（同153億7150万余

円）については、特定資産割合が70％以上となっており、贈与承継会社3件

（同24億5079万余円）及び承継会社9件（同13億5221万余円）、計12件（同3

8億0300万余円）については、特定収入割合が75％以上となっていた。これら

の会社は、資産保有型会社等に該当するものとして事業承継税制の対象とは

ならないものであるが、上記の要件を満たすことから、事業実態がある資産

保有型会社等として、事業実態に係る資産のみでなく、特定資産も含めた全

ての資産の価額を対象として納税猶予税額を計算し、事業承継税制が適用さ

れていた。

(c) 多額の資本剰余金を有している会社、平均課税所得金額が高額な会社等の

特定資産の状況

多額の資本剰余金を有していたり、平均課税所得金額が高額となっていた

りする贈与承継会社14件及び承継会社8件並びに事業実態がある資産保有型会

社とされた贈与承継会社24件及び承継会社42件、延べ88件について、会社の

資産総額及び特定資産の状況をみると、有価証券、現金預貯金等の特定資産

合計額が50億円以上となっているものは、贈与承継会社7件及び承継会社15件、

計22件となっており、特定資産合計額は、最大で386億4224万余円（納税猶予

税額10億2353万余円）となっていた。

ｂ 関係省庁における検証状況等

経済産業省は、23年度に事後評価を実施していた。また、同省は、25年度税

制改正要望及び29年度税制改正要望の際に要望書及び事前評価書を作成してい

た。しかし、ａのとおり、会計検査院において適用状況をみたところ、多額の

資本剰余金を有している会社等が事業承継税制の対象となっていたり、特定資

産割合が70％以上となっている会社等が要件を満たすことにより事業実態があ

る資産保有型会社等として、特定資産を含めた全ての資産の価額が納税猶予税

額の計算の対象となっていたりしていて、事業承継税制の政策目的に照らして、

必ずしも必要最小限のものとなっていないと考えられる状況が見受けられた。

同省は、このような状況も踏まえて、事業承継税制における課題や円滑化法の

認定を受けようとする者の実態把握に努めるとともに、引き続き適用実態の把

握に努めるなどして指針等により検証を行い、国民に対する説明責任を果たし



- 69 -

ていくとしている。

財務省は、税制改正要望の際の要望書等において検証を行っていた。同省は、

これまでも、企業が保有する資産に着目した見直しを行ってきているところで

あるが、このような状況も踏まえて、引き続き実態を把握し適切な見直しに努

めるとしている。

このように、小規模宅地等の特例、農地等の相続税の納税猶予等及び事業承継税

制について、減収見込額が多額に上るなどしている一方で、会計検査院が会計実地

検査等で提出を受けた申告書等から把握した適用状況等を踏まえると、関係省庁に

おいて、検証が指針等により必ずしも十分になされていないと考えられる状況とな

っていた。

(2) 所見

特別措置は、「公平・中立・簡素」という税制の基本原則の例外措置として設けら

れているものであり、その効果を不断に検証して真に必要なものに限定すべきである

とされている。

相続税関係特別措置について、政策評価や適用実態の調査の実施が義務付けられて

おらず、また、適用実績の把握が困難な場合もあるものの、相続税軽減措置に係る減

収見込額が多額に上っていることを踏まえて、前記のような小規模宅地等の特例、農

地等の相続税の納税猶予等及び事業承継税制についての検証の状況を念頭に置きつつ、

関係省庁において、相続税軽減措置について、引き続きその検証等の基礎となる適用

実績の把握等に努めるなどして、適用実態等からみて国民の納得できる必要最小限の

ものとなっているかなどの指針等により政策評価や税制改正要望の際の検証を行い、

政策の企画立案作業に活用するとともに、相続税軽減措置の透明性を向上させ、その

適用に当たって国民に対する説明責任を果たしていくことが望まれる。

また、財務省において、相続税軽減措置について、今後とも十分に検証していくこ

とが望まれる。

会計検査院としては、今後とも相続税関係特別措置の適用状況並びに関係省庁及び財務

省による検証状況について、引き続き注視していくこととする。
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別表1 平成22年度から28年度までの間の関係省庁における政策評価及び税制改正要望の
際の検証の実施状況

要望書
政策評価を実 を提出 措置

適用始 施した年度 政策評 うち適 してい 両検証
関 番 期から 価を実 用始期 て、そ のいず
係 政策等の単位の名称 10年を 施した から10 の際に れかが
省 超える 実績が 年を超 検証を 行われ 図表
庁 号 政策等 事前 事後 ない政 える政 行った た政策 8の 条文(参考)

評価 評価 策等 策等 として 等 番号
いる年
度

年度 年度 年度
1 国等に対して相続財産を

贈与した場合等の相続税 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条
の非課税等

内
閣 2 子ども・子育て支援新制 平成 平成
府 度の施行に伴い必要な税 － 25 － － － 25 ● 3 第70条
本 制上の所要の措置
府

3 結婚・子育て資金の一括 平成
贈与に係る贈与税の非課 － － － ○ － 27 ● 6 第70条の2の3
税措置

小計 1件 1件 － 2件 1件 2件 2件

警 1 特定公益増進法人に係る
非課税措置（自動車安全 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条

察 運転センター）

庁 小計 1件 － － 1件 1件 － －

1 直系尊属から教育資金の 平成
一括贈与を受けた場合の － － － ○ － 28 ○ 5 第70条の2の2

金 贈与税の非課税措置

融 2 結婚・子育て資金の一括 平成
贈与に係る贈与税の非課 － － － ○ － 27 ● 6 第70条の2の3

庁 税措置

小計 － － － 2件 － 2件 2件

総 1 地方独立行政法人に対す 平成
る寄附金等に係る課税標 ○ － － ○ ○ 25 ○ 3 第70条

務 準の特例措置

省 小計 1件 － － 1件 1件 1件 1件

1 相続財産の贈与に係る更
生保護法人の相続税の非 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条

法 課税について

務 2 日本司法支援センターの
新設に伴う税制上の所要 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条

省 の措置の創設

小計 2件 － － 2件 2件 － －

1 国等に対して相続財産を 平成
贈与した場合等の相続税 － － － ○ － 25 ● 3 第70条

文 の非課税等
部
科 2 直系尊属から教育資金の 平成
学 一括贈与を受けた場合の － － － ○ － 28 ○ 5 第70条の2の2
省 贈与税の非課税

小計 － － － 2件 － 2件 2件

1 社会福祉法人に対して相
厚 続財産を贈与した場合等 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条
生 の相続税の非課税
労
働 2 日本赤十字社に対して相
省 続財産を贈与した場合等 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条

の相続税の非課税
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要望書
政策評価を実 を提出 措置

適用始 施した年度 政策評 うち適 してい 両検証
関 番 期から 価を実 用始期 て、そ のいず
係 政策等の単位の名称 10年を 施した から10 の際に れかが
省 超える 実績が 年を超 検証を 行われ 図表
庁 号 政策等 事前 事後 ない政 える政 行った た政策 8の 条文(参考)

評価 評価 策等 策等 として 等 番号
いる年
度

年度 年度 年度
3 医療法人の持分に係る経 平成 平成

済的利益についての贈与 － 25 － － － 28 ○ 20 第70条の7の5
税の納税猶予及び免除、 21 第70条の7の6
医療法人の持分に係る経 22 第70条の7の7

厚 済的利益についての贈与 23 第70条の7の8
生 税の税額控除、個人の死 24 第70条の7の9
労 亡に伴い贈与又は遺贈が
働 あったものとみなされる
省 場合の特例、医療法人の

持分についての相続税の
納税猶予及び免除、医療
法人の持分についての相
続税の税額控除

小計 2件 1件 － 2件 2件 1件 1件

1 特定計画山林についての 平成
相続税の課税価格の計算 ○ － － ○ ○ 28 ○ 2 第69条の5
の特例

2 農地等を贈与した場合の 平成
贈与税の納税猶予 ○ － － ○ ○ 25 ○ 11 第70条の4

3 贈与税の納税猶予を適用 平成
している場合の特定貸付 － － － ○ － 27 ○ 12 第70条の4の2
けの特例

農
林 4 農地等についての相続税 平成
水 の納税猶予及び免除等 ○ － － ○ ○ 28 ○ 13 第70条の6
産
省 5 相続税の納税猶予を適用 平成

している場合の特定貸付 － － － ○ － 25 ○ 14 第70条の6の2
けの特例

6 特定貸付けを行った農地 平成
又は採草放牧地について － － － ○ － 25 ○ 15 第70条の6の3
の相続税の課税の特例

7 山林についての相続税の 平成
納税猶予及び免除 － － － ○ － 28 ○ 16 第70条の6の4

小計 3件 － － 7件 3件 7件 7件

1 相続した事業の用や居住 平成
の用の宅地等の価額の特 ○ － 28 － － － ○ 1 第69条の4
例

経 2 非上場株式等についての 平成 平成 平成
済 贈与税の納税猶予及び免 － 28 23 － － 28 ○ 17 第70条の7
産 除の特例、非上場株式等 18 第70条の7の2
業 についての相続税の納税 19 第70条の7の4
省 猶予及び免除の特例、非

上場株式等の贈与者が死
亡した場合の相続税の納
税猶予及び免除

小計 1件 1件 2件 － － 1件 2件

1 公共法人に係る非課税措
国 置（国立研究開発法人土 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条
土 木研究所）
交
通 2 公共法人に係る非課税措
省 置（国立研究開発法人建 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条

築研究所）
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要望書
政策評価を実 を提出 措置

適用始 施した年度 政策評 うち適 してい 両検証
関 番 期から 価を実 用始期 て、そ のいず
係 政策等の単位の名称 10年を 施した から10 の際に れかが
省 超える 実績が 年を超 検証を 行われ 図表
庁 号 政策等 事前 事後 ない政 える政 行った た政策 8の 条文(参考)

評価 評価 策等 策等 として 等 番号
いる年
度

年度 年度 年度
3 公共法人に係る非課税措 平成

置（国立研究開発法人海 ○ － － ○ ○ 26 ○ 3 第70条
上・港湾・航空技術研究
所）

4 公共法人に係る非課税措
置（独立行政法人奄美群 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条
島振興開発基金）

5 公共法人に係る非課税措
置（独立行政法人水資源 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条
機構）

6 公共法人に係る非課税措
置（独立行政法人日本高 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条
速道路保有・債務返済機
構）

7 公共法人に係る非課税措
置（独立行政法人住宅金 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条
融支援機構）

8 公共法人に係る非課税措
置（独立行政法人都市再 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条

国 生機構）
土
交 9 公共法人に係る非課税措
通 置（独立行政法人鉄道建 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条
省 設・運輸施設整備支援機

構）

10 公共法人に係る非課税措 平成
置（独立行政法人自動車 ○ － － ○ ○ 26 ○ 3 第70条
技術総合機構）

11 公益法人等に係る非課税
措置（独立行政法人自動 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条
車事故対策機構）

12 公共法人に係る非課税措 平成
置（独立行政法人海技教 ○ － － ○ ○ 26 ○ 3 第70条
育機構）

13 公共法人に係る非課税措
置（独立行政法人航空大 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条
学校）

14 公共法人に係る非課税措
置（独立行政法人空港周 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条
辺整備機構）

15 公共法人に係る非課税措
置（独立行政法人国際観 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条
光振興機構）

16 住宅取得等資金に係る贈 平成
与税の非課税措置 － － － ○ － 26 ○ 4 第70条の2

17 住宅取得等資金に係る相 平成
続時精算課税制度の特例 ○ － － ○ ○ 26 ○ 10 第70条の3

小計 16件 － － 17件 16件 5件 5件
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要望書
政策評価を実 を提出 措置

適用始 施した年度 政策評 うち適 してい 両検証
関 番 期から 価を実 用始期 て、そ のいず
係 政策等の単位の名称 10年を 施した から10 の際に れかが
省 超える 実績が 年を超 検証を 行われ 図表
庁 号 政策等 事前 事後 ない政 える政 行った た政策 8の 条文(参考)

評価 評価 策等 策等 として 等 番号
いる年
度

年度 年度 年度
1 独立行政法人等に贈与し

た相続財産に係る特例措 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条
置（独立行政法人環境再
生保全機構）

2 独立行政法人等に贈与し
た相続財産に係る特例措 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条
置（国立研究開発法人国

環 立環境研究所）

境 3 認定特定公益信託に対す
る相続財産に係る特例措 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条

省 置（野生動植物の保護等
に係る公益信託関係）

4 認定特定公益信託に対す
る相続財産に係る特例措 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条
置（自然環境の保全に係
る公益信託関係）

5 国等に対して相続財産を
贈与した場合等の相続税 ○ － － ○ ○ － － 3 第70条
の非課税等

小計 5件 － － 5件 5件 － －

計 32件 3件 2件 41件 31件 21件 22件

注(1) 相続税軽減措置21措置を対象として、政策等の単位別に平成27年4月1日現在の関係省庁から提出さ
れた資料に基づいて作成した。

注(2) 「適用始期から10年を超える政策等」、「政策評価を実施した実績がない政策等」及び「うち適用
始期から10年を超える政策等」は、該当する政策等を「○」、該当しない政策等を「－」としている。

注(3) 「適用始期から10年を超える政策等」は、政策等の単位でみた場合に、適用始期から平成29年4月1
日までの期間が10年を超える政策等である。

注(4) 「政策評価を実施した年度」及び「要望書を提出していて、その際に検証を行ったとしている年
度」は、平成22年度から28年度までの間に実施した直近の年度を記載している。また、当該期間に実
施した実績がない政策等は「－」としている。

注(5) 「両検証のいずれかが行われた政策等」は、該当する政策等を「○」、該当しない政策等を「－」
としている。ただし、該当する政策等のうち、新設要望の際の検証であったり、適用開始年度の検証
であったりした政策等は「●」としている。

注(6) 「措置」は、政策等の単位を措置法第4章相続税法の特例に規定されている条文に対応させたもので
ある。
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別表2 両検証のいずれかが行われた際の適用実績の把握状況及び把握等の方法

うち国
別 うち うち うち うち 税庁統 うち うち 適用実 国税庁

関 表 適用実 うち全 適用 適用 適用 適用 計年報 適用 適用 績を把 が適用
係 1 績を把 数調査 件数 金額 うち推 件数 金額 又は報 件数 金額 握等し 実績を
省 の 政策等の単位の名称 握等し をして を把 を把 計等し を推 を推 道発表 を把 を把 ていな 把握し
庁 番 ていた いた政 握し 握し ていた 計等 計等 資料を 握し 握し かった ていた

号 政策等 策等 てい てい 政策等 して して 活用し てい てい 政策等 政策等
た政 た政 いた いた ていた た政 た政
策等 策等 政策 政策 政策等 策等 策等

等 等

金 1 直系尊属から教育資金の一 ○ － － － ○ ○ ○ － － － － ◎
括贈与を受けた場合の贈与

融 税の非課税措置

庁 小計 1件 － － － 1件 1件 1件 － － － － ◎1件

総 1 地方独立行政法人に対する － － － － － － － － － － ○
寄附金等に係る課税標準の

務 特例措置

省 小計 － － － － － － － － － － 1件

文 2 直系尊属から教育資金の一 ○ － － － ○ ○ ○ － － － － ◎
部 括贈与を受けた場合の贈与
科 税の非課税
学
省 小計 1件 － － － 1件 1件 1件 － － － － ◎1件

3 医療法人の持分に係る経済 ○ ○ ○ － ○ － ○ － － － － ◎
的利益についての贈与税の
納税猶予及び免除、医療法
人の持分に係る経済的利益

厚 についての贈与税の税額控
生 除、個人の死亡に伴い贈与
労 又は遺贈があったものとみ
働 なされる場合の特例、医療
省 法人の持分についての相続

税の納税猶予及び免除、医
療法人の持分についての相
続税の税額控除

小計 1件 1件 1件 － 1件 － 1件 － － － － ◎1件

1 特定計画山林についての相 ○ － － － ○ ○ － － － － － ○
続税の課税価格の計算の特
例

2 農地等を贈与した場合の贈 ○ － － － ○ ○ － ○ － ○ － ◎
与税の納税猶予

3 贈与税の納税猶予を適用し ○ － － － ○ ○ ○ － － － － ○
ている場合の特定貸付けの
特例

農
林 4 農地等についての相続税の ○ － － － ○ ○ － ○ － ○ － ◎
水 納税猶予及び免除等
産
省 5 相続税の納税猶予を適用し ○ － － － ○ － ○ － － － － ○

ている場合の特定貸付けの
特例

6 特定貸付けを行った農地又 ○ － － － ○ － ○ － － － － ○
は採草放牧地についての相
続税の課税の特例

7 山林についての相続税の納 ○ ○ ○ － － － － － － － － ◎
税猶予及び免除

小計 7件 1件 1件 － 6件 4件 3件 2件 － 2件 － ◎3件
○4件
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うち国
別 うち うち うち うち 税庁統 うち うち 適用実 国税庁

関 表 適用実 うち全 適用 適用 適用 適用 計年報 適用 適用 績を把 が適用
係 1 績を把 数調査 件数 金額 うち推 件数 金額 又は報 件数 金額 握等し 実績を
省 の 政策等の単位の名称 握等し をして を把 を把 計等し を推 を推 道発表 を把 を把 ていな 把握し
庁 番 ていた いた政 握し 握し ていた 計等 計等 資料を 握し 握し かった ていた

号 政策等 策等 てい てい 政策等 して して 活用し てい てい 政策等 政策等
た政 た政 いた いた ていた た政 た政
策等 策等 政策 政策 政策等 策等 策等

等 等

1 相続した事業の用や居住の ○ － － － ○ ○ － － － － － ○
用の宅地等の価額の特例

2 非上場株式等についての贈 ○ ○ ○ － － － － ○ － ○ － ◎
経 与税の納税猶予及び免除の
済 特例、非上場株式等につい
産 ての相続税の納税猶予及び
業 免除の特例、非上場株式等
省 の贈与者が死亡した場合の

相続税の納税猶予及び免除

小計 2件 1件 1件 － 1件 1件 － 1件 － 1件 － ◎1件
○1件

3 公共法人に係る非課税措置 － － － － － － － － － － ○
（国立研究開発法人海上・
港湾・航空技術研究所）

10 公共法人に係る非課税措置 － － － － － － － － － － ○
（独立行政法人自動車技術
総合機構）

国
土 12 公共法人に係る非課税措置 － － － － － － － － － － ○
交 （独立行政法人海技教育機
通 構）
省

16 住宅取得等資金に係る贈与 ○ － － － － － － ○ ○ ○ － ◎
税の非課税措置

17 住宅取得等資金に係る相続 － － － － － － － － － － ○
時精算課税制度の特例

小計 1件 － － － － － － 1件 1件 1件 4件 ◎1件

計 13件 3件 3件 － 10件 7件 6件 4件 1件 4件 5件 ◎8件
○5件

注(1) 相続税軽減措置21措置を対象として、政策等の単位別に平成27年4月1日現在の関係省庁から提出され
た資料に基づいて作成した。

注(2) 新設要望の際の検証であったり、適用開始年度の検証であったりした政策等は、当該検証の際には、
過去の年分の適用実績が存在しないことから本別表から除いている。

注(3) 該当する政策等を「○」、該当しない政策等を「－」としている。
注(4) 「うち全数調査をしていた政策等」は、関係省庁において自ら調査を実施するなどして適用件数又は

適用金額を把握していた件数を集計した。「うち推計等していた政策等」は、自らサンプル調査等を実施
して推計したり、公表資料等を基に試算したりなどして適用件数又は適用金額を推計等していた件数を集
計した。「うち国税庁統計年報又は報道発表資料を活用していた政策等」は、国税庁統計年報又は報道発
表資料で公表されている適用実績を活用していた件数を集計した。

注(5) 「国税庁が適用実績を把握していた政策等」は、関係省庁が適用実績を把握していた政策等13件を措
置法の条文に対応させた結果、国税庁が適用実績を把握していた政策等のうち、国税庁統計年報で公表さ
れていた政策等を「◎」、公表されていないが国税庁が適用実績を把握していた政策等を「○」としてい
る。
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別表3 租税特別措置等に係る政策の事後評価書（抜粋）

政策評価の対象 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

とした租税特別

措置等の名称

評価実施時期及 評価実施時期：平成28年8月

び分析対象期間 分析対象期間：平成24年～28年

政策目的 《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》

及びその 小規模宅地の処分についての制約面に配慮し、特に事業用土地については、事業が

根拠 雇用の場であるとともに取引先等と密接に関連している等事業主以外の多くの者の社会

的基盤として居住用土地にはない制約を受ける面があること等に鑑み、課税上の配慮を

行う。（略）

達成目標 《租税特別措置等により達成しようとする目標》

必 及びその 本税制は、居住用・事業用宅地の処分についての制約面に着目して、相続税負担を軽

要 実現によ 減するものであることから、本税制の達成目標は、小規模宅地を相続する者の税負担が

性 る寄与 軽減されることそのものである。

等 他方で、本税制の適用を受けた場合、結果的には小規模宅地を保有する者の相続税負

担が軽減され、居住用であれば居住の継続が、事業用であれば事業の継続が確保され

る。従って、本税制の副次的な効果として、税負担の軽減による事業継続の促進が挙げ

られる。

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》

本特例は個人事業者等の事業の用等に供する小規模宅地の処分について制約を受ける

ことに鑑み、その税負担を軽減するものである。

適用数等 年分 ①本税制を適用し ②相続税を課税され ③利用率

た被相続人数 た被相続人数 (①÷②)

平成26年 37,166 56,239 66％

減収額 （略）平成28年度 1350億円 ※財務省試算

効果・税 《効果》

有 収減是認 毎年被相続人数ベースで3万5000人以上が本税制を利用しており、5年前の調査時と比

効 効果 較すれば減少しているとはいえ、未だに相続税が課税された非相続人の約7割弱という

性 高い水準を維持している。

等 このように、足下でも本税制は多数の者に利用されており、居住用・事業用小規模宅

地を保有する者にとっての基盤的税制としての役割を十分に果たしていると言うことが

できる。

さらに、本税制の副次的な効果として、納税負担が軽減されることによる事業継続へ

の貢献が挙げられる。現に、平成28年に中小企業庁が実施したアンケートによると、本

税制を利用したことがある（又は利用予定がある）者(ｎ=84)のうち、本税制がなかっ

た場合の影響について、約45％が納税資金確保のために居住用地や事業用地、その他の

資産を売却する必要があると回答している。(略)

租税特別 （略）すなわち、宅地を相続する場合には、相続人が当該宅地を売却せずに納税資金を

相 措置等に 確保することが非常に困難なケースが多々あること等に鑑みると、事業承継の際に相続

当 よるべき 税等の税負担の軽減を行うことは適切である。（略）

性 妥当性等 また、平成22年度税制改正において、適用対象が居住・事業継続に係る宅地に限定さ

れ、居住・事業を継続しない場合を適用対象から除外しているため、この点からも本税

制の妥当性が担保されている。
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別表4 要件を満たすことにより事業実態がある資産保有型会社及び資産運用型会社とさ
れた贈与承継会社及び承継会社ごとの特定資産及び特定収入の状況

贈与承継会社

　　特定資産の状況
（単位：千円、人）

番号 業種
 納税猶予
 税額

従業
員数

有価証券
①

不動産
②

 ゴルフ会員権
 絵画等
        ③

現金預貯金
④

貸付金等
⑤

特定資産合計額
⑥=①+②+
③+④+⑤

資産総額
⑦

 特定資産
 割合
   ⑥/⑦

1 * 1,150,775 8 2,843,363 1,690,805 - 211,743 410,005 5,155,917 5,520,901 93.3%

2 843,732 55 1,310,821 634,415 18,120 2,169,667 - 4,133,024 5,298,923 77.9%

3 * 783,893 8 2,034,024 4,906,335 700 354,781 1,400,000 8,695,841 8,806,829 98.7%

4 682,765 5 89,999 212,086 - 181,163 1,875,012 2,358,262 2,484,368 94.9%

5 * 516,131 7 1,101,915 6,073,942 39,690 1,056,687 - 8,272,235 9,405,992 87.9%

6 321,801 16 489,615 53,618 6,514 934,635 - 1,484,384 2,056,958 72.1%

7 140,547 17 277,354 5,083,876 33,074 1,240,042 6,133 6,640,481 7,074,441 93.8%

8 137,281 48 866,995 259,608 - 1,764,338 - 2,890,943 3,862,466 74.8%

9 113,974 10 319,002 750,711 - 663,237 25,816 1,758,768 2,196,106 80.0%

10 85,318 5 100 465,989 1,350 146,498 - 613,937 730,853 84.0%

11 34,120 17 14,436 241,084 1,000 239,768 60 496,350 666,620 74.4%

12 32,610 12 37,596 24,458 - 331,558 - 393,613 544,565 72.2%

13 18,901 7 - 529,096 5,800 32,810 38,922 606,629 734,848 82.5%

14 14,536 20 30,582 1,113,990 - 255,932 - 1,400,505 1,709,915 81.9%

15 360,270 18 1,080,096 - - 862,223 - 1,942,319 2,730,349 71.1%

16 57,732 8 56,452 364,386 1,059 103,746 - 525,646 732,435 71.7%

17 26,494 13 3,860 72,495 19,559 352,568 - 448,483 577,849 77.6%

18 154,687 32 278,563 88,144 5,364 1,656,093 2,462 2,030,627 2,633,237 77.1%

19 12,480 7 10,182 242,880 - 94,987 8,400 356,449 387,008 92.1%

20 125,577 8 104,874 1,006,049 3,133 1,659,646 335,000 3,108,704 3,160,947 98.3%

21 107,632 54 360,371 1,473,853 15,130 1,210,832 436,961 3,497,148 4,825,573 72.4%

22 26,849 26 23,040 - - 310,653 22,228 355,922 477,343 74.5%

23 23,750 11 15,097 - - 99,932 - 115,029 152,201 75.5%

24 17,515 25 9,050 27,090 - 132,772 - 168,913 195,119 86.5%

計 24件 5,789,376

　　特定収入の状況
（単位：千円、人）

番号 業種
 納税猶予
 税額

従業
員数

有価証券
①

不動産
②

 ゴルフ会員権
 絵画等
        ③

現金預貯金
④

貸付金等
⑤

特定収入合計額
⑥=①+②+
③+④+⑤

収入総額
⑦

 特定収入
 割合
   ⑥/⑦

1 1,150,775 8 56,000 176,446 - 119 550 233,117 273,990 85.0%

3 783,893 8 23,766 4,473,264 12,000 158 26,070 4,535,260 4,657,447 97.3%

5 516,131 7 190,910 1,575,468 - 7,645 - 1,774,024 1,846,297 96.0%

計 3件 2,450,799

（注）「*」は特定資産割合が70％を超えており、かつ、特定収入割合も75％を超えているものである。

製造業その他

卸売業

小売業

サービス業

製造業その他
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承継会社

　　特定資産の状況
（単位：千円、人）

番号 業種
 納税猶予
 税額

従業
員数

有価証券
①

不動産
②

 ゴルフ会員権
 絵画等
        ③

現金預貯金
④

貸付金等
⑤

特定資産合計額
⑥=①+②+
③+④+⑤

資産総額
⑦

 特定資産
 割合
   ⑥/⑦

1 761,156 54 5,217,664 1,109,540 9,192 3,663,798 - 10,000,196 11,982,992 83.4%

2 485,691 119 69,810 21,181 - 4,891,521 - 4,982,513 7,029,854 70.8%

3 445,206 120 3,837,342 328,220 63,003 6,332,301 146,247 10,707,115 11,431,892 93.6%

4 407,597 19 - 2,553,059 - 1,624,576 611,661 4,789,298 5,117,050 93.5%

5 * 279,095 24 77,109 5,742,326 - 234,547 238,887 6,292,870 7,194,323 87.4%

6 260,669 81 51,357 17,363 5,047,627 2,854,885 1,800 7,973,033 9,249,199 86.2%

7 * 250,436 8 973,286 11,402,350 56,597 1,689,464 1,640,000 15,761,697 16,503,495 95.5%

8 * 218,659 11 1,114,588 60,165 - 741,730 - 1,916,485 2,200,183 87.1%

9 * 195,464 8 375,700 1,339,161 25,599 284,137 13,000 2,037,600 2,209,377 92.2%

10 171,508 34 130,512 7,081 10,600 1,266,255 24,598 1,439,048 2,029,849 70.8%

11 * 86,252 5 22,080 1,002,892 - 231,345 300,200 1,556,518 1,744,170 89.2%

12 75,780 54 38,747 289,488 5,600 683,660 66,120 1,083,618 1,201,036 90.2%

13 64,220 9 184,368 3,756,758 - 373,443 60,000 4,374,570 4,572,043 95.6%

14 * 55,778 8 27,206 1,150,220 46,210 240,821 - 1,464,458 1,475,606 99.2%

15 * 55,669 11 174,216 162,257 - 400,440 - 736,914 938,177 78.5%

16 38,838 24 18,060 164,761 6,350 525,133 - 714,306 993,190 71.9%

17 * 30,501 5 60,901 156,737 - 183,666 71,198 472,504 595,561 79.3%

18 21,644 7 34,166 435,905 - 19,064 - 489,136 583,689 83.8%

19 13,966 10 105,461 78,442 4,910 205,082 - 393,896 515,666 76.3%

20 11,461 9 147,973 846,275 250 62,931 80,777 1,138,207 1,213,223 93.8%

21 3,537,317 220 9,057,762 1,737,759 91,944 38,393 10,806,669 21,732,528 25,158,252 86.3%

22 167,393 6 966,678 227,639 20,000 207,494 - 1,421,812 1,501,476 94.6%

23 8,531 15 1,360 65,428 2,080 1,037,291 12,483 1,118,643 1,453,086 76.9%

24 5,402 5 3,499 82,332 - 55,335 - 141,166 163,705 86.2%

25 1,270 7 26,457 1,062,173 - 42,667 - 1,131,298 1,381,503 81.8%

26 42,785 22 130 4,765 - 392,096 10,000 406,993 532,914 76.3%

27 10,221 40 28,550 789,238 7,980 182,326 - 1,008,096 1,396,719 72.1%

28 8,714 16 1,270 7,487 - 310,623 1,340 320,721 436,213 73.5%

29 510,430 28 285,114 1,187,505 - 3,993,751 2,223,728 7,690,100 7,954,954 96.6%

30 451,155 38 1,960,649 5,917,893 137,948 3,084,071 200,000 11,300,562 12,758,719 88.5%

31 373,510 5 86,990 438,039 - 57,267 819 583,115 711,525 81.9%

32 * 180,353 49 2,664,091 7,068,634 350,350 861,235 - 10,944,311 11,448,986 95.5%

33 94,776 23 5,010 166,796 - 843,873 - 1,015,679 1,263,381 80.3%

34 47,046 40 - 102,337 1,525 1,213,891 20,197 1,337,951 1,436,130 93.1%

35 22,521 26 59,817 - - 575,742 - 635,559 665,514 95.4%

36 21,962 7 35,032 - 24,859 122,188 220,770 402,850 513,437 78.4%

37 19,720 7 11,580 - 17,510 213,203 133,048 375,342 449,816 83.4%

38 18,214 9 126,524 - 79,392 443,789 - 649,707 834,340 77.8%

39 4,815 19 197,705 - - 32,363 - 230,069 269,983 85.2%

40
ソフトウェア・

情報処理サービス業
1,958 37 352,199 10,000 3,874 142,534 51,241 559,849 683,469 81.9%

41 120,916 109 1,704,438 7,768,285 - 10,764,503 - 20,237,227 24,783,421 81.6%

42 3,513 9 - 242,993 - 52,741 - 295,735 406,435 72.7%

計 42件 9,582,130

製造業その他

卸売業

小売業

サービス業

旅館業

　　特定収入の状況
（単位：千円、人）

番号 業種
 納税猶予
 税額

従業
員数

有価証券
①

不動産
②

 ゴルフ会員権
 絵画等
        ③

現金預貯金
④

貸付金等
⑤

特定収入合計額
⑥=①+②+
③+④+⑤

収入総額
⑦

 特定収入
 割合
   ⑥/⑦

5 279,095 24 1,826 1,056,088 - 441 3,701 1,062,058 1,063,228 99.8%

7 250,436 8 48,653 3,398,588 - 1,846 19,559 3,468,648 3,489,194 99.4%

8 218,659 11 805,766 1,682 46 745 - 808,240 952,088 84.8%

9 195,464 8 19,152 304,755 - 89 - 323,997 343,620 94.2%

11 86,252 5 149 135,277 - 3 7,685 143,115 182,091 78.5%

14 55,778 8 1,626 190,455 - - - 192,081 231,508 82.9%

15 55,669 11 1,267 345,361 - 471 - 347,100 361,200 96.0%

17 30,501 5 453 174,162 - 440 337 175,395 180,120 97.3%

32 サービス業 180,353 49 75,112 537,157 - 1,029 - 613,299 676,678 90.6%

計 9件 1,352,210

（注）「*」は特定資産割合が70％を超えており、かつ、特定収入割合も75％を超えているものである。

製造業その他
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別表5 租税特別措置等に係る政策の事前評価書（抜粋）

政策評価の対象 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し

とした租税特別

措置等の名称

評価実施時期及 評価実施時期：平成28年8月

び分析対象期間 分析対象期間：平成25年度～31年度

政策目的 《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》

及びその 多様な就業の機会を提供すること等により我が国の経済の基盤を形成している中小

根拠 企業の事業承継を円滑化することにより、中小企業の事業活動の継続を実現し、雇用の

確保や地域経済の活力維持につなげる。（略）

達成目標 《達成目標》

必 及びその 相続税・贈与税の負担によって、事業承継に支障を来している中小企業経営者につい

要 実現によ て、円滑な事業承継を実現し、事業の継続・発展を通じた雇用の確保や経済活性化を図

性 る寄与 る。

等 《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》

本税制を適用するための前提となる経営承継円滑化法に基づく経済産業大臣の認定

（平成29年度以降は都道府県知事の認定）を受けた者の数とする。

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》

本税制は、適用者に対して、相続税・贈与税の申告期限から5年間、雇用の平均8割以

上を確保する等の要件を課していることから、政策目的である中小企業の事業活動の継

続の実現と、それに伴う雇用の確保や地域経済の活力維持に寄与する。

適用数等 ＜経営承継円滑化法に基づく認定件数の実績＞

（略）

減収額 （参考）相続税・贈与税の納税猶予適用額見込み

（略）

効果・税 《税収減を是認するような効果の有無》

収減是認 本税制を利用している企業は、雇用も含めた地域経済の基盤を担っており、対象企

有 効果 業の平均売上額は19億円、平均雇用人数は60人である。

効 利用者のうちの約7.9％が本税制を利用しなければ廃業を検討していたと回答してお

性 り、これを平成27年の利用件数に当てはめると456件のうち36社程度になる。これは684

等 億円の売上げと、1140人の雇用に相当すると考えられ、本税制があったことにより喪失

を免れた、直接の効果であると考えられる。

また、平成23年に中小企業庁が実施した別の調査では、雇用1人当たりの経済波及効

果は1437万円程度と試算されており、1140人の雇用は160億円程度の波及効果があった

と考えられる。

本税制の効果は減収額を上回っていることから、税収減を是認する効果が認められる

と言える。（略）

租税特別 （略）中小企業の安定的な経営には経営者が一定割合の株式を先代経営者から承継し保

相 措置等に 有することが望ましいが、相続時の税負担に対応するため、これらを処分して資金を調

当 よるべき 達する事例や、借入れを行う事例も生じている。

性 妥当性等 こうしたことから、相続税・贈与税の負担軽減を図ることにより中小企業の円滑な事

業承継を実現し、事業継続を通じた地域経済への貢献、雇用の確保に繋げるためには、

本税制を措置することが妥当である。


